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評価の工夫改善に関する総合的推進地域事業

研究報告（平成18・19年度）

―平成19年度指定―

小学校・中学校

平成21年３月

国立教育政策研究所

教育課程研究センター



は じ め に

国立教育政策研究所教育課程研究センターでは，全国学力 ・学習状況調査，

特定の課題 に関する調査等の調査や各種指導資料の作成等を行 うとともに，研

究指定事業を実施 し，各学校において学習指導要領に基づ く教育課程が円滑に

実施 されるために，特に重要な課題について研究テーマを示 し，指定校や指定

地域での実践的研究を進 めています。その成果は，各学校 における教育課程の

編成，指導や評価の改善などのために提供するとともに，今後の教育課程や指

導方法の改善に向けた資料 ・データとして，中央教育審議会への報告等を行っ

ているところです。

「評価の工夫改善に関す る総合的推進地域事業」は，学習指導要領 において

重視 されている 「目標に準拠 した評価」の定着を図るため，各学校における評

価の工夫改善はもとより，地域内の各学校，教育委員会，教育セ ンター等が連

携 ・協力 し，評価の工夫改善のための総合的な取組 を行い，その成果 を普及す

ることを通 して，「目標 に準拠 した評価」の客観性 ・信頼性 を高めることに資

す るものであ ります。

本冊子に掲載 した研究報告には，小学校及び中学校 における実践研究を通 し

て，評価規準，評価方法等の工夫改善，児童生徒や保護者等への評価に関する

情報の提供，学校間及び教育関係機関との連携方策等の具体的な取組の要点が

まとめ られていますので，これ らの事例が全国の学校や教育委員会等の参考と

な り，今後の学校教育の改善充実に資することを期待 してお ります。

最後に，2年 間の調査研究 に熱 心にお取組 みいただいた研究指定校の方々，

関係教育委員会等の方々に心から感謝の意を表 します。

平成21年3月

国立 教 育 政 策 研 究 所

教育課程研究センター長

中 岡 司
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平成18・19年 度評価の工夫改善に関する総合的推進地域事業研究成果報告書

平成19年 度評価の工夫改善に関する総合的推進地域事業研究のまとめ

都道府県名 北海道 札幌市

Ⅰ 推進地域の概要

（平成19年5月1日 現在）

協力機関名 札幌市教育委員会 ・札幌市教育センター

本研究にかかわる地域の特色や課題等
・各学校においては，研修や研究会を通 して，評価規準や評価方法等について交流を図るなど，評価
の客観性，信頼性を高める取組を行っているが，近隣校などとの評価についての交流は必ずしも十

分ではないため，地域における近隣の学校間における評価のとらえ方に差がある。
・校内においても，中学校では教科や学年の枠の中でのみ評価をとらえることがあ り，評価に対する

学校内の共通理解が十分に図 られていない状況も見られる。
・観点別学習状況の 「関心 ・意欲 ・態度」の評価方法や、観点別学習状況の評価から評定に至る手順

について、各学校や各教員によって差が見られ る状況 もあることから、結果 として，学校間の評定

にばらつきがあることが指摘されている。
・児童生徒や保護者への評価の説明や公表については，学校の説明責任 とい う観点からも，一層の充
実が求められているところであるが，各学校によって取組に差がある。
・本市には，市立小学校207校 ，市立中学校98校 があり，推進校での研究の成果について全市の学校
に効果的に普及 させる方法等を検討する必要がある。
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（「B」の うちの 「A」と判断 した具体的な例 ）
・ 見通 しを もつ段 階では，既習 を活用 してい るが，

正答には達 していない （資料①）。 しか し，面積 図

を活用 し，単位 分数 に着 目す るこ とか ら，分数 ×分

数の計算方法 を式化 し，文章 で表現 してい る （資料

②→③）

行動

つぶや き

発言

ワー クシー ト

【数学的な考え方】

分数の乗法の計算方

法を，面積図等を活用

して考える。

A 面積図等を活用 し，

乗 法の決 ま りを見つ

け，どんな分数でも成

り立つ計算の仕方を導

き出している。

A 面積図等を基に，解

法の手順を筋道立てて

説明している。

A 友だちの解法につな

げた り，振 り返 りで既

習事項 を活用す ること

のよ さにふれた りして

いる。

・ 既習を意識 し，見通 しをもって 自力解決 に向か うこ

とがで きた。 面積 図を基 に，求 める部分を見出 し，前

時の学習 とつなげ （資料①），分数 ×分数 の計算方 法

の一般式 を表現 してい る （資料②）。

（「B」のうちの 「A」と判断した具体的な例 ）
・ 既習を活用 し，単位分数に着 目し，求める全体量

を面積図で確認 している （資料①）。振 り返 りの場

面では，分数 ×分数の計算方法をポイン トをおさえ

ながら記号的表現を使って整理 している （資料②）

行動

つぶや き

発 言

ワー クシー ト

〔資料①〕 〔資料②〕

〔資料③〕

〔資料①〕

〔資料②〕

〔資料①〕 〔資料②〕
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【B小 学校 】

「学習活動における

具体の評価規準」
「B」と判断した根拠 となった児童生徒の具体的な例 評価方法

【算数への関心 ・意欲 ・態

度】

分数 ×分数の計算の

仕方を，分数の性質や既

習の計算 と関連づけ，図

等を用いて考えようと

する。

A 既習事項を活用し，

多様な考えで

計算の仕方を導 く。

自力解決では途中までしか理解できていなくても，

班での話 し合いや全体での説明を聞き，理解できてい

る 。

A児 のOPPか ら ：計算の仕

方 は分 かっていたけ ど，意味

と面 積 図の使 い 方 が よ く分

か らなかった。けれ ど，他 の

班 の意見 を聞いて分 かった。

計 算 の意 味 を ちゃん と説 明

できるよ うにな りたい。

（「B」のうちの 「A」と判断した具体的な例 ）

自力で，面積図を書いて単位分数に着目し計算の

仕方を導いた り，分数÷整数の学習を想起 し計算の

仕方を導いた りしている。

B児 のOPPか ら ：私た

ちの班では，×1／3を

÷3と 考 えて，今 までの

わ り算 の方法 で や りま

した。他の班 では単位分

数 を基 に して計 算 を 考

えていま した。この2つ

の方法 が あ る こ とが分

か りま した。

C児 のOPPか ら ：分数 ×分数 の計算の意

味 と計算 の仕方 が分か った。計 算の意味 を

とらえることが大切 だ と分かった。

観察

ワー クシー ト

ノー ト

OPP

【数学的な考え方】

分数の乗法の計算方

法を，面積図等を活用

して考える。

A 面積図等を活用 した

明確な説明

分数 ×分数の答えを，面積図をかき，単位分数の何

個分かを求めて出している。

D児 のOPPか

ら ：面積 図がだんだ

ん分 かって きた。今

度 は 計算 の意 味 を

ち ゃ ん と説 明 で き

るよ うにな りたい。

（「B」の うちの 「A」 と判断 した具体的な例 ）

分数 ×分数の答えを，面積図をかき，単位分数の

何個分かを求めて出し，言葉でその求め方の意味を

分 りやすく説明している。

分数 ×分数の答えを，前時で学習

した計算の答えを2倍 して出し，そ

の求め方を，言葉や面積図で分 り

やす く説明 して いる。

E児 のOPPよ り ：分数 ×分数 では，分母 どう

し分子 どうしをそれ ぞれ かける。 自分 の力 で計

算 の意味 を しっか りと らえることがで きた。

観 察

ノー ト

OPP
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4本 単元 （題材）における観点別評価の総括方法

【A小学校】

・ 総括的評価 については， 「指導の展開 と評価 」にお いて◎ と位 置付 けてい る部分 を総括的評価 に

生かす時間 と して位 置付 けた。そ して，その時間においては，全員 についてABCの 評価 をす るこ

とと した。
・ 学 習前 後での意欲 を見取 るために，算数 日記 （振 り返 り）を活用 し評価 した。
・ 基本 的には各観 点で現れたA ，B，Cの 個数 で判断 し，過 半数 を 占めてい る評価 を総括 とした。

【B小 学校】

・ 総括的評価 については， 「指導 の展 開 と評価」において◎ と位 置付けてい る部分 を総括的評価 に

生 かす時 間 として位置付 けた。そ して，その時間においては，全員 についてABCの 評価 をす るこ

ととした。
・ 学習前後 での意欲 を見取 るために，一枚 ポー トフォ リオを活用 した。
・ 基本的 には各観点で現れたA ，B，Cの 個数で判断 し，過 半数 を占めてい る評価 を総括 とした。

5他 校等との連携による成果と課題

【A小学校】
・ 単元の目標を達成するための評価規準及び指導計画を持ち寄 り，お互いに検討 し合 うことで具体

的な目指す子 どもの姿を追究することができた。
・ 指導内容を計画するに当たっては，目標を達成するために，本事業の指定校であるA校 とB校 の

児童の実態と想定される児童の反応等を照らし合わせ検討 し合 うことにより，より効果的な指導展

開の計画を立てることができた。
・B校 と評価規準の妥当性を検討 し合 うことで，より具体的な指導の手だてをもつことができた。
・ 「数学的な考え方」の評価に関 しては，A校 とB校 及び本事業の協力校であるC校 とのデータ分

析を基に，客観的な評価につなげることかできた。しか し，学習活動の児童の表現方法をどのよう

に見取っていくかという視点について，今後も追究していかなければならない。それは，今後も評

価規準の妥当性の追求が不可欠であるが，同一の評価規準を設定して授業に臨んでも，指導者の指
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導展開 によって は児童 の数学的 な考 え方の表現方 法にずれが生 じて くるか らであ る。
・ 「算数へ の関心 ・意欲 ・態度」の評価 に関 しては，今 回はワー クシー トの記述及び算数 日記の両

面 を重要視 したが，多様 な表 現の中で何に注 目す るか とい う具体案 をもつ ことが大切で あると感 じ

た。あま り具体的 に絞 り込みす ぎると他校 にお いて評価 し辛い状況を うむ。半面，視 点 を広げすぎ

る と評価す るこ とがで きない。今後評価規準の妥 当性 をよ り高めてい くためには，引 き続 き具体的

なデー タの蓄積が必要 である。

【B小 学校】

・ 単元の 目標 を達成す るた めの評価規準，指導計画 をお互いに持 ち寄って一緒 に練 るこ とで，よ り

具体的で有効な もの を作成す ることができた。

・ 連携 を取 り合 うことによ り様々な指導方法や教具 を学ぶ ことができ，指導 の幅が広が った。そ し

て，児童に還元す ることがで きた。

・ 事前の連携 で，評価規 準についてA校 と検討 した。第1時 の （A）と判断す る状況例 を 「自分 の考

えを単位 分数 に着 目 して根 拠 を挙 げて書いてい る」と していた。 しか し，本事業の協力校 であるC

校 よ り， 「単位 分数に限 らず多様な考えで計算の仕方 を導いていれ ば，Aと 評価で きるの ではない

か。 これ では，関心 ・意欲 ・態度 の （A）を見取 ることにはな らないのではないか。」とい う意見が

出 され ，その後 「既習 事項 を活用 し，多様 な考 えで計算の仕方を導 く」に改善 した。実際 にC校 で

授 業を した ところ，やは り，初 めの （A） と判断す る状況例では，多様な考 えで意欲的に学習 して

い る児童 には当てはま らなかったため，改善後の （A） と判断す る状況例の方が見取 りやすい こと

が明 らか となった。 この よ うに，複数校で授業 実践 をす るこ との よさが分かった。

【共通】
・ 単元の中で総括的な評価の資料 とする時間を数時間に絞った。その時間には，Aと 判断する状況

例を設定 した。このことは，評価 した結果をその後の指導に生か していく指導と評価の一体化 とい

う視点か ら重要であり，Cと 判断した児童への指導法を検討していく際，とても有効に働 くと考え

る。
・ 評価規準について検討 し合 う中で，単元の目標を達成するための授業展開を整理す ることができ

た。児童の実現状況を想定しながら， 「算数への関心 ・意欲 ・態度の変容をどう見取るか」 「どの

ように学習を展開させ ると多様な数学的な考え方を表出させることができるか」等を検討 し合 うこ

とで，お互いの指導法の工夫改善につなげることができた。
・ お互いに授業を見合 うことで，展開の仕方や発問の内容等，児童の実態に合わせた指導の工夫を

学ぶことができた。 しか し，同 じ評価規準であっても，児童実態の違いや指導の展開の仕方によっ

て，各校の評価に依然として微妙なずれを生 じた。今後は，評価規準の設定をしていく際，それを

達成するための指導の展開はどうあるべきかとい う点の検討をしていくことが重要になってくる

と考える。
・ 評価規準の設定や改善をする際には，児童の実現状況例の想定やデータに基づく指導後の分析が

重要であることを再認識することができた。評価規準の妥当性を追求するとい うことは，より客観

的な評価を目指す とい う点で過去2年 間の取組において確認済みである。しか し，もっと重要なこ

とは妥当性を追究するためにはより多くの児童の具体的な姿，言い換えればデータの蓄積が必要不

可欠であるとい うことである。
・ 今回，A校 ・B校 の授業研究を通 して，同一単元の授業を見合 うことができた。事前に評価規準

や指導法について検討を重ねていたため，授業を見合 う視点を共通にもつことができ，協議を深め

ることができた。 「自分だったら，この子たちの実態に合わせてどのような授業を展開 していった

らいいのか」とい う視点に立って，自分の指導法を深 く見つめ直す機会をもつことができた。この

ことは，授業を見合 うことで， 「児童実態をどう評価するか」 「児童の思考の流れか ら，どういう

学習の展開を図ることがより効果的に働いたのか」 「次時の指導はどうあるべきか」等，改めて指

導 と評価の一体化の重要性について見つめ直す機会 となった。
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佐賀県 武雄市
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平成18・19年 度 評価の工夫改善に関する総合的推進地域事業研究成果報告書

平成19年 度評価の工夫改善に関する総合的推進地域事業研究のまとめ

都道府県名 佐賀県 推進地域名 武雄市

Ⅰ 推進地域の概要
（平成19年5月1日 現在）

協力機関名 佐賀県教育委員会，杵西教育事務所，武雄市教育委員会，

佐賀大学文化教育学部

本研究にかかわる地域の特色や課題等

本武雄 市は佐賀県 の南西部 に位 置 し，平成18年3月 の市 町村 合併 に伴 い，杵 島郡 の北方

町及び 山内町 と合併 し，新 「武雄市」 となった。

学校教育 に関 して，武雄市 では，学校改革や教師 の意識 改革 ，授業 時数確保 等のために，

平成16年 度 よ り2学 期制 を導入 してい る。 これ によ り，学校 での児 童 ・生徒 の学習状況や

学校生活 の様 子な どを保護者 に通 知 ・連絡す る文書 （以後 ，通知表 と言 う）の機 会 がこれ ま

での3回 か ら2回 へ と減少 した。今 まで以 上 に信頼性の高い学習評価 等 を，保護 者 に知 ら

せ ることが重 要 になってきた。 尚，昨年度 末か ら新 しく武雄市 に合併 した2町 （3小 学校，

2中 学校）につ いては，従来 どお り3学 期制 のままであるが，今 後2学 期制 を導入す る見通

しを持 ち，現在準備 を進 めてい るところで ある。

また，市 内に中高一貫 の県立 中学校 が新設 され，今年 度開校 した。今 まで，地 元の中学

校 に進 学す るこ とが 当然 と考 えていた保 護者 に とって，選 択肢 が増 え る形 となった。 これ

までは，主 に高校 進学 に際 しての中学校 の 問題 であった学習評価 ・評 定等 が，県立 中学校

の設 立に よって，市内全小学校の 問題 とな り，学校 間で よ り客観性 ・信 頼性 の高い評 価 を

行 う必要性 に迫 られ てい る。
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Ⅱ 研究の要点と今後の課題

研 究 の

ね らい

○評価 の客観性 ・信頼性 を高めるために，推進校 におい て特 に評価 の総括 の在 り

方について研 究 を深 め，授業研 究会 な どを通 して明 らかにす る。

○教師一 人ひ と りの評価力 を高 めるために，市 内小 中学校 にお いて各教科 の授 業

実践 を通 して評価の工夫改善に向けた取組 を行 う。

1重 点的 に取 り組 んだ点

① 推 進校3校 で の授 業実践 を進 める上 で，情報交換等 を よ りス ムー ズに行 うために，

8つ の共 同研 究 グル ープ を編制 し，授業研 究会等 を開催 した。各 グルー プで開催 日時

等 を調整 し，指 導案検 討会や研究授業及び事 後研 究会 を行 い，特 に次 の よ うな点 につ

いて協議 して きた。

・評価規準 の作成 について

・授 業にお ける具体的 な評価の在 り方 について

・客観性 を高 める単元全体 の評価の総 括の在 り方について

② 市 内の武 雄市教 育研 究会 （市教研 ）の各教科部 会 にお いて，それ ぞれ の教科 の特性

を踏 ま えた具体的な評価 の在 り方について研 究 を深 めた。

2成 果 と課題

〈成 果〉

○ 評 価規準 を明確 に し，補助簿 の作成 な どに よって，一時間，一時間 の児童生徒 の学

習状況 を評価す ることがで き，指導に生かす ことができた。

○ 評価 の総括 を研 究す るこ とによって， これ まで以上 に客観 的 な判断 を持 って評価 を

す るこ とが できた。

○ いろい ろな教 科の授 業研 究会 を開催 した り，市 内教科部会 との連携 を図った りした

ことに よ り，各教科 の評価 に関す る共通理解が深 まった。

〈課題〉

◇ よ り確かなB評 価 （お おむね満足）の児童の様相の設定 についての検討。

◇ よ り客観 性 が高ま る よ うな評価の総括 に際 しての重み付 けの方 法や 児童生徒 の 自己

評価や 相互評 価の活用方法。

◇ 学校 で評価 ・評定の在 り方 について共通理解 を図 る。

◇ 地域 ・保護 者 の信 頼性 が高まるよ うな通知表 の内容 の検 討 と評価 に対 す る学校 の考

え方 の説 明責任。

3今 後 の取組

① 授業 時間にお ける客観性の高い評価方法 の在 り方。

② 単元 にお け る客観性 の高い評価 の総括 か ら通知表へ の連動。 単元の評価 の総括や通

知表の評価 か ら指 導要録 への評価 ・評定への道筋 の明確化。

③ 学校 間 で評価 ・評 定の在 り方 について共通理解 を図 る。
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Ⅲ 取組の概要

1推 進地域の取組の全体図
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2研 究の経過

時 期

推進地域全体としての取組の概要

主な取組
成果と課題

平

成

17

年

度

10 総合推進委員会

10 評価の工夫改善研究協議会

11 総合推進委員会

12

～

1

推 進校 にお ける授 業研 究会
（同一 単元4年 生

国語 「ごんぎつね」）

推進 校3校 にお いて、 同一単

元 での評価 の在 り方につ いて

研修 を行 ったので ，評価 に関

する意識が統一できた。

2 評価の工夫改善研究協議会

2 総合推進委員会

平

成

18

年

度

5 評価の工夫改善研究協議会

6
～

8

評価 規 準及 び評 価 の総括 に関す る （補
助簿 ，総括評価表等）研修

研修 によ って，評価 の総括 に
ついて共通理解が持てた。

8 評価の工夫改善に関する総合的推進地
域事業指定地域間交流

同 じ指 定地域 であ る玉名 市 と
の地域 間交流 によ って 、評価

に関す る別 の側 面か らの研修

ができた。

9

～

12

・各学校 においての研究授業等の実施
・各教科研 究部会等 にお ける授 業研究

会，授業実践研究会の実施

授 業 を通 して評価 の総括や評

価 に関す る研 修 が多 く持 て，

評価 に関す る課題 も浮か び上
がった。

2 評価の工夫改善研究協議会

平

成

19

年

度

5 総合推進委員会
研究の進め方について協議 し，
共通理解 を図 ることができた。

6 公開授業及び授業研究会
推進校 で体育科 の授 業を公開

し，指導 に生 かす評価 のあ り

方について研修 を深 めた。

7
～

12

・各学校においての研究授業等の実施
・各 教科研 究部会等にお ける授業研 究

会，授業実践研究会の実施

授 業 を通 して ，評 価 の工夫改

善へ向 けた具体 的な取組 につ
いて成果や課題を共有できた。

8 武雄 市教 育研究大会 講演
「評価 の客観性 ・信頼性を高める取組」
～指導 と評価の一体化 を目指 して～

国立今 日 担 当官か ら，武

雄 市内の全 小 中学校 の教職 員
が講演 を聴 くことができた。

2 評価の工夫改善研究協議会
他の3地 域 （札幌市，呉市，玉

名市）での取組 につ いて，今後
の研 究推進 のた めの参考 とな

る情報を得ることができた。

※ 県教育 委員会，杵西教育事務所への連絡 を適宜行い指導助言 をいただいた。

※ 推進校 とは，随時連絡 を取 り合 いなが ら，研 究 を進めてきた。
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Ⅳ 推進地域全体の研究内容及び具体的取組等

1評 価規準，評価方法の工夫改善について

（1） 取組 の概要

本 市 で は ， 「武 雄 市 教 育研 究 大会 （市 教

研 ）」 とい う市全 体 で の研 究 組織 が あ り，

毎年 主に次 の よ うな取組 を行 っ ている。

この市教研で， 「評価の工夫改善」に関

す る取組 が行 えるよう各教科等研究部会へ

市教委 を通 じて依頼 した。 また，8月 の全

体会で，評価に関する講演 を設定 してもら

うよ う働きかけた。

（2）成果等

本市にお いては，昨年度か ら市教研の各

教科等部会 （23部 会） において，それぞ

れの教科の特性に応 じた評価の在 り方につ

いて検討を始 めている。

年間 を通 じて限 られた回数の研究会では

あるが，評価 の重要性を再認識 しながら研

究を進 めてきた。推進校での取組を公開授

業や冊子等で紹介 し，各教科部会において，

評価規準の設定の仕方や評価方法の工夫改

善について，共通理解が深まってきた。

2児 童生徒や保護者等への評価 に関する情報の

提供について

（1）取組の概要

① 通知表の改定

ア 平成15年 度までは，旧武雄部 （旧武雄市

と山内町）で統一規格の通知表であったが，

2学 期制導入に伴 って各学校で独 自に作成

す るよ うにな り，学習 した内容を具体的に

示す よ うに して，保護者 にとって分か りや

すい通知表の作成に努力 してい る。

〈通知表改定の具体的な例〉

○ 以前の通知表

イ よ りよい評 価 の情 報 とな る よ うに ，保 護

者 の 意見 に も耳 を傾 け， 毎年 各学 校 で検 討

を重ね てい る。

②2学 期制導 入 に伴 う対策

ア2学 期 制 に伴 い ，保護 者 へ 通知 表 と して

お知 らせ す る機 会 が減 っ た。 そ こで ，各学

校 で は， 夏休 み 前 と冬休 み 前 に ，児童 生徒

の学 習状 況や 生 活 の様子 を知 らせ る努 力 を

して い る。

学校 に よっ て，若 干 そ のス タイル は違 っ

てい るが， 工夫 しなが ら取 り組 ん で い る。

〈市教研の取組の主な流れ〉

※教科部会 によっては，市全体の行事 （音楽会等）

の計画 ・立案 も行 っている。

【小学校第2学 年 算数へ の関心 ・意欲 ・態度 】

○ 改定 した通知表 （ある学校の例）
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長 期 休 業前 の保 護者 へ の連 絡 内容 と して

は ，例 えば 次の よ うな もの が挙 げ られ る。

・ペー パー テス トの結果

・児 童 の作 品や 活 動 の様 子 を写 した 写真

・単元 等で ま とめた もの

・児 童 の生活 自己反省 等

イ 学校 に よ って は， 夏休 み に入 ると保 護 者

面 談 の場 を設 け， 児童 ・生徒 の 学習 面や 生

活 面 の様 子 を伝 えて い る。 これ は，2学 期

制 の利 点 を生 か し，9月 へ の移 行 が ス ムー

ズ に行 え る こ と， 有意 義 な夏休 み が送 れ る

こ とを期待 して い る。

③ 保護 者 の主 な意 見

ア 評 定 に つ いて は 、3段 階 評価 よ りも， 以

前 （保 護 者 が 子 ども時代 ）の5段 階 評価 が学

習面 に関 しては分 か りやす い。

イ3段 階 評 価 （例 え ば， 「よ くで き る」 「で

き る」 「も う少 し」 ）の分 け方 の基 準が 分 か

りづ らい。

ウ 評価 項 目が 抽象 的 で ， よ く分 か らな い部

分 が あ る。

工 担任 の所 見 に は子 どもの よい点 を主 に書

いて あ るが ，注 意す べ き点 等 を詳 しく教 え

てほ しい。

（2） 成 果等

① ア ンケー トな どを踏 ま え，多 くの保護 者

か らは，学 校 か ら出 して い る通知 表 をは じ

め とす る評 価 に関す る情 報 は分 か りやす く，

家庭 での指 導 に役 立つ とい う受 け止 め方 を

して も らって い る。 しか し， 必ず しも肯定

的 な意 見 ばか りで は ない ので ， よ りよい も

の を求 めて ，今 後 も工夫改 善 して い くこ と

が重要 で ある。

② 学 期末 だ け でな く，授 業 の様 子 な どを学

級 通信 な どで紹 介す るな ど して， 日頃か ら

評 価 に 関係 した情 報 提供 に努 めな けれ ば な

らない。

③ 県 立 中学校 設 立 に伴 い，小 学校 段階 で も

評 価 ・評 定 の在 り方 につ い ての学校 間 で共

通理解 を して研 究 を深 めな けれ ば な らない。

今 後 ，情 報 開示等 へ も対応 が求 め られ る。

3研 究 ・研修活動 を通 した各学校 ・各教員の評

価に係 る力量の向上について

（1）取組の概要

① 「評価の工夫改善」の冊子配布

平成17・18年 度末に，それぞれ推進

校が中心 となって，評価 の工夫改善に関す

る取組を報告書 として冊子にまとめ，市内

全小 中学校に配布 し， これまでの取組 と成

果について周知するとともに，今後の課題

について共通理解を図る一つの機会 とした。

② 武雄市教育研究大会での講演の開催

「評価の客観性 ・信頼性 を高める取組～

指導 と評価 の一体化を 目指 して～」の演題

で，国立教育政策研究所か ら担当官を講師

に迎え講演会 を開催 した。市内全小 中学校

の教職員が一堂に会す る機会に，評価に関

して大 きな示唆を与えて もらう研修 を行 う

ことができ，有意義な会 となった。

〈保護者に連絡する具体的な例〉
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③ 推進校での授業公開

推進校 における授業 を市教育委員会の協

力 を得て，市内の全小中学校 に通知するこ

ととし，できるだけ多 くの教職員に参加 し

てもらっての公開授業を計画 した。

（2）成果等

① 推進校の積極的ないろいろな教科の授業

公 開により，評価に対する考え方が広まっ

た。

② 推進校の教職員が，各教科部会に推進委

員や部員 として所属 しているので，評価 に

対する考 え方 を広めることができた。

③ 教科部会での取組に対 し，年度初めか ら

評価のことを入れてもらうように依頼 した

ため，研究の視点の一つ として評価 を取 り

上げてもらうことができ，前年度までと比

べ，研究に深ま りが見られた。

4成 果の普及のための取組について

（1）取組の概要

① 報告書の作成 と配布

② 校長会，教頭会，各主任会等での意見交

流や情報交換

（2）成果等

今年度末 も評価の工夫改善に関す る報告

書を冊子に して作成する予定であ り，研究

について取組の内容や成果及び課題をま と

め，市内各学校や関係機関に配布 し周知で

きるように進めてい く。

また，校長会をは じめとして各種会合の

際に，本事業 を通 して明 らかになった事柄

や新たな課題等について共通理解 していけ

るようにす る。

5総 合推進委員会の活動の概要と成果等

（1）取組の概要

① 推進校相互の連携の強化

② 各推進校での取組 を踏まえた研究の整理

（2） 構成

（3）成果等

推進校3校 の全職員が一堂に会す るよ う

な機会はなかなか設定できないこともあ り，

今年度，3校 の全職員 を8つ の共同研究グ

ループに分けて研 究を進めることを年度初

めに本委員会で決定 した。 このことは，お

互いに 日程 を調整 しなが ら，有意義な研究

会を数多 く開催できることにつながった。

今年度末 までに，本事業への取組 におけ

る研究の成果 と課題 を明 らかにするために

各校での取組を踏 まえた研究の整理 を行 っ

ていきたい。

6教 育委員会 による各学校の評価の工夫改善に

関する取組について

（1）取組の概要

① 推進校での研究の進捗状況把握 と指導

② 市内各学校 の公開授業等の周知 と指導

③ 市教研への働 きかけ

（2）成果等

教育委員会が総合推進協議会等を通 じて，

推進校での研究の進捗状況 を把握 し，適宜

指導を行 うこ とで，研究の方向性がぶれる

ことな く進 められる。

また，市内各学校 での研究授業等の開催

日時等 を周知す るとともに，研究協議の中

で，評価の工夫改善に向けた研究の成果 と
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課題 を明 らかにす ることで，本事業の取組

を市内全域に広げることができた。

市教研 においては，各教科部会の中でそ

れぞれの教科の特性 に応 じた評価のあ り方

について協議す ることができ，また，村上

先生を講師に迎えての講演が開催できたこ

とも市内教職員に とって貴重な研修の機会

とな り，有意義であった。

7地 域全体の取組についての成果等

本事業への取組 は，今年度で3年 目となる。

市内小中学校ではこれ まで も様々な教科，領

域を取 り上げ，今 日的課題 を解決す るべ く，

校内研究に取 り組んできた。 また，市教研 に

おいても同様である。その中で，評価の工夫

改善についての必要性や重要性にふれた研 究

も確 かにあった と思われ るが，評価の工夫改

善に真正面か ら向き合 うことはなかった。

本事業への取組 をきっかけに，徐々にでは

あるが，「評価のための評価」ではな く，「児

童生徒一人一人への個 に応 じた指導 に生かせ

る評価」のあ り方 を求めて，各校 の研究の取

組等 に浸透 しつつあることを実感 している。

Ⅴ 推進校の研究内容及び具体的取組等

1学 校間等の共通理解を図 り，評価の客観性や

信頼性を高めるための取組

（1）今年度授業研究の具体

（2）成果等

①6月 に体育科 （第3学 年）授業研究会を推

進校で開催 し，広 く市内の先生方にも参加

いただき，評価のあ り方について協議 した。

県教委，教育事務所，市教委か らも出席 し

ていただき，本事業についての説明や今後

の研究の取 り組み方や方向性 についててい

ねいにご指導いただいた。

② いろいろな教科 についての授業研究会 を

開催 し，授業者の負担 は大きかったが，各

教科の評価に対する考 えが広がった。また，

推進校3校 の全職員が8つ の共同研究グル

ープのいずれかに所属 し，研究授業当 日だ

けでなく事前 ・事後の指導案検討や研究協

議にまで熱心に参加す ることができた。

③ 単元 レベルでの評価 の総括 を行 うにあた

ては，事前の評価計画に基づいた毎時間の

評価資料 を集積 してお くことによ り，単元

（題材）の評価に対す る客観性が高まった。

2評 価規準，評価方法の改善について

（1）評価規準の作成について

① 作成手順

※波線 のア ンダー ライ ンを入れた授 業実践 は，「8

資 料」の ところで，評価の具体例等について取組の

詳細 を載せている。

1 単元（題材）の評価規準の作成

2 1 に伴 う学習活動における具体の評

価規準の作成

3 授業における評価規準の立案 と評価

方法の明記
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② 授業における評価について

・B評 価 を児童 の様相 と して明記す る
。

・A評 価 は
，具 体的 な児童 の様 子 を簡潔 な

文 で，複数 羅列 す る。

・C評 価 につ い ては，つ まず きへの支援 と

して，具体 的 な手 だて を明記す る。

〈評価規準の具体的な例〉

（2） 成 果等

① 評 価規 準 作成 の 手順 が 共通 理 解 で き， ど

の教 科 で も どの観 点 にお い て も，評価 項 目

を設 定 でき る よ うにな っ て きた。 ま た，そ

の評価 規 準 で実際 評 価 可能 か ， その着 眼点

で評価 して妥 当 と言 え るか に つ いて の振 り

返 りがで き るよ うに なって きた。

②B評 価 （お お むね 達成 ）の様 相 を どの よ う

に設 定す るか につ い ては ， ま だ課 題 も残 る

が ，本 時 のね らい と勘案 して作成 す る こ と

が できて き た。 た だ，や や ハ ー ドル を低 く

設定 し過 ぎ てい る感 もあ り， さ らな る検 討

が必要 であ る。

3評 価の総括をするにあた って

（1）授業において

① 補助簿の作成

・指導に生かす ことのできる補助簿の作成

を行 う。

◇◇ 小学校第5学 年 体育科 ◇◇

単元名 「跳び箱運動」

運 動 の 技 能

単元の

評価規

準

跳び箱運動の特性 に応 じた跳

び方ができる。

具体の

評価規

準

開脚跳 び あ るい は抱 え込 み跳

び につ いて ，支持跳 び越 しがで

きる。

実際の授業（5／8） における評価項 目の設定

学習活動 教師の働 きかけと評価

※

「
め
あ

て

2
」

で
の
活
動

中

◆開脚 跳 び あるい は抱 え込み 跳び に

つ いて， 支持跳 び越 しがで きる。

（評価 の方 法 ： 観 察）

A： 跳 び方 が安定 して い る。 ダイナ

ミックな跳 び越 し。 着 地の安定

→ ：技 の ポイ ン ト（踏 切 の タイ ミン

グ ，手 の つ き方や 位 置）につ い

て支援 す る。

A：A評 価 の具体例 ， → ：つまず きへの支援

◇◇ 小学校第2学 年 算数科 ◇◇

単元名 「形づ くり」

数 学 的 な 考 え 方

単元の

評価規

準

図形に対す る基本的な見方 ・

考え方を身に付ける。

具体の

評価規

準

① 色板や棒 の並 べ 方や 必要 な枚

数 （本数 ）を予 想す るこ とがで

きる。

② 点 と点 の結 び 方 に着 目 して ，

三角や 四角 を考 えなが ら， い

ろいろな形 をつ くる こ とがで

き る。

実際の授業（2／4） における評価項 目の設定

学習活動 教師の働 きかけと評価

※

一
人
調

べ

の
活
動
中

◆かげ絵 を作 るの に必要 な色板 の枚

数 が分 か るよ うに補助線 を入 れて

い る。 （評価の方法 ：観察，ワークシート）

A： 色板 を使 わず 念頭 操作 です ばや

く予想 。影 絵 を2種 類以 上作 る。

→ ：一 部補助線 付 きの ワー クシー ト

を与 え，続 きを考 え させ る。

補助線 に合わせ て色板 を並べ さ

せ る。

A：A評 価 の具体例， → ：つまず きへの支援
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・授業者 の負 担 となる こ とを避 け る。

・児 童 の学 習状 況 を的確 に と らえ、か つ効

率的 な記入 方法 を考 え る。

〈補 助簿 の具体 的な例 〉

② 自己評価

・児童 の 実態 に合 わせ ， 自己評 価 の方 法 ・

内容 （選 択 ，記 号化 ， コメ ン ト等 ）を考 え

て， 自己評価 を行 わせ る。

・自己評価 力 を高 め る よ うな教 師 の支援 を

行 う。 教師 の価値付 けが大切。

〈自己評価表 の 具体的 な例〉

（2） 単元 （題材 ）にお いて

① 観 点別 学習 状況 の評価 の総括

・観 点 別 に整 理 で き， 時 系列 で ま とめ るこ

とので き る評 価記 録 一 覧表 を作 成す る。

・評価 方 法 （ワー クシー ト，発 表 ，自己評価 ，

相 互評 価 ，ペー パー テ ス ト等）に よって ，

重 み付 け を行 う。

・児 童 に よ る評 価 を加 味 しなが ら，評 価 を

行 う（学習の実現状況，教師の指導方法 等）。

〈評価記録一覧表の具体例〉

② 単元 （題材 ）の総 括

・単元 の 目標 に照 ら し合 わせ て，重 視 した

い観 点 を設 定す る。

・観 点別 評価 を行 っ た授業 時数 や 内容 の重

要度 に よって重 み付 けを行 う。

（3） 成果 等

① 毎時 間 の授 業 で 記録 した評価 資料 は ，整

理 して集 積 してお く必 要 があ る。 そ の ため

に，補助 簿 を作成 した こ とは有効で あった。

児童 の学習状 況 を よ く見てい るつ も りで も，

意外 に見取れ てい な い と補助 簿 に転 記 して

い て気づ か され る。 日々の 細 かい評価 資料

が あって こそ，個 に応 じた指 導に生 かせ る。

② 児 童 に よ る 自己評 価 と教 師 に よる評 価 を

ま とめて記録 した もの が，評 価 記録一 覧表

で あ る。 これ に よ り， 単元 （題材 ）全 体 にお

ける評価 の総括 が しや す くな った。 重み付

けにつ いて は ，な かな か難 し くこれ か ら も

検討 してい かな けれ ば な らない課題 であ る。

4児 童や保護者等への評価に関する情報の提供

について

「Ⅳの2」 で既に述べたように，武雄市内の

多 くの学校が2学 期制導入 を契機に，長期休

業 に入 る前には，通知表に代わる何 らかの評

価資料 を保護者に渡す ようにしている。

推進校3校 についても，同様 な取組を行っ

てお り，保護者からの意見や要望等 も踏まえ，

毎年 よりよいものになるように努めている。

今後，単元 （題材）の評価を積み重ね，集積

した評価資料に基づいて通知表等や指導要録

○小学校第3学 年 体育科 単元名 「マット遊び」

○4年 算数科 「振 りかえるカード」

○小学校第3学 年 図画工作科

52



に反映 させ ，地域，保護者からの評価 に対す

る信頼性 を高めていかなければならない。

5研 究 ・研修活動を通 した各教員の力量の向上

の取組について

（1）公開授業，授業研究会の開催

年度は じめに開催 した総合推進委員会に

おいて，今年度は推進校3校 の全職員が

8つ の共同研究グループのいずれかに所属

す ることを決定 した。研究授業当 日だけで

な く事前の指導案検討か ら事後の研究協議

までお互いに 日程 を調整 しなが ら協力 して

参加す ることができたことはよかった。

（2）単元全体の評価の総括への取組

これまでも，校内研等の取組の中で，全

員授業を公開す ることを原則に進めてきた

と思 うが，単元の中の1時 間を研究授業 と

して提案す るところまでで終わることが多

かった。本事業に関わって，単元全体で集

積 した評価資料を整理分析 して，評価の総

括を研究できた ことは，今後の教科経営に

大いに生かせ る取組であったと考える。

6評 価結果 を踏まえた指導の改善について

（1）授業の中での 「指導 と評価の一体化」

推進校3校 では，教科を限定せず，いろ

いろな教科での評価のあ り方を探ってき

た。教科の特性に応 じた評価 を工夫 してき

たが，児童の学習状況を的確に捉えて即指

導 に生かす ことは難 しいとい うことが改め

て確認できた。だか らと言って，教師の勘

に頼るような評価ではなく，毎時間の評価

資料の質を高めていく努力が必要である。

（2）主観か ら客観へと向か う評価

完全なる客観性のある評価 とい うのは，

おそ らくあ り得ない。 しか し，主観的なも

のをよ り客観的なものへ近づ けていくこと

は可能である。本事業での研究の趣 旨は，

まさにここにあると思 う。研究授業等では，

お互いが評価結果 を出 し合い，そのズ レか

ら，評価 の根 拠 とな る こ とが らにつ いて研 究

を深 め られ る。 しか し， 日々 の授 業 にお いて

も例 えば ，TT授 業 な どを積 極 的 に評価 力 ア

ップの機 会 と して いきた い。

7推 進 校 にお ける成果等

（1） 評 価観 の転換

これ まで ，評 価 とい うと， 実現状 況 の測

定 ，チ ェ ック，診断 ， … といったイ メー ジ

が 強 く，通 知 表や 指 導要 録 の資 料 とす るた

めに書 き残 してお く もの，取 りた めてお く

もの とい う印象 が あった。 確 か にそ の よ う

な側 面 もあ るが ， 「評 価 のた め の評 価 」 で

は な く， 「個 に応 じた指 導 に 生 かす 評価 」

の あ り方 を求 め てい かな けれ ば な らない こ

とが 共通 理解 で きた こ とは， 大 きな成 果 と

言 える。 何 とな く気 分 が の って ない児 童 に

「ど うした の ？」 と教 師 が声 を かけ るの と

同 じよ うに ，十 分 で ない と思 われ る児童 に

対 し， ど こが， ど う問題 な の か を素 早 く捉

えて ，最 も効 果 的 な手 だて を講 じる とい う

評価 観 に転 換 して いか な けれ ばな らな い。

（2） 児 童の 自己評価 力 ・相 互評価 力 の向上

学 習 途 中で 児童 自らが 自分 の取組 を振 り

返 る 自己評 価や 児 童相 互 に相 手 を見 つ め る

相互 評価 を向 上 させ てい くこ との重要 性 が

わ かっ た。 自分 の ど こが 問題 な のか ，力 を

注 ぐ箇所 は ど こか を見極 め る力 を育む こ と

は児童 の成長 に 大 きな意 味 を持 つ。

児童 の評 価 力 が向 上す れ ば，教 師 の指導

に も役 立 て る こ とが でき ，大 いに活 用 で き

る。

（3） 校 内研 究等へ の波及 効果

これ まで の各 学校 の校 内研 究 で は，教 科

や領 域 を限定 して取 り組む ことが多 か った。

今 回 ， 「評 価 の 工 夫 改 善」 とい う括 りで ，

様 々な教科 を取 り上 げて研 究で きた ことは，

価値 あ る取組 だった と言 える。
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8資 料

（1）地域内の各学校における同一単元 （題材）の評価の具体例

1単 元 （題材）名及び単元の評価規準

【A小 学校】【B小学校】【C小 学校】ともに同一の評価規準

第4学 年 算数科 単元 （題材）名 ： 広 さを調べよ う ～面積～

観 点 単元 （題材）の評価規準

算数 へ の関心 ・意

欲 ・態度

身の回 りにある長方形や正方形の面積を表すことに関心をもち，既習内容

や求積公式を生か して解決 しようとする。

数学的な考え方 既 習 内容 の考 え方 を もとに して，普遍単位 の必要性 に気づ き，面積 を数値

化 して 考 えるこ とがで きる。 また，求積公式 を活 用 し，工 夫 して面積 を求

め ることが できる。

数量や図形 につ
いての表現・処理

長 方形 ，正方形 につ いて必要 な辺 の長 さを測 るな ど して，公式 を用 いて面

積 を求め ることができる。

数量や図形につ
いての知識 ・理解

単位 量 のい くつ分 かで面積 を表す こと と面積 の単位 （1㎝2） の意味 につ い

て理 解す る。 面積 の単位 「㎡」 「㎞2」 を知 る。 また，面積 の大 き さにつ い

ての豊かな感 覚を もつ。

2指 導の展開 と評価

【A小学校】【C小学校】

次 時
間
学 習 活 動 「学習 活動における具体の評価規準」

及び A とす るキー ワー ドなど

評価方法

二 6 複 合 図形 （L字 型）
の 面 積 の 求 め 方

を， よ り多様 な方

法で考 える。

【数学的な考え方】

複合 図形 を，公 式 が活 用で き る形 に見 立てて面積
を求 めることに気づいてい る。
A ：複合図形の求積方法を2つ 以上考えている。

A ：倍積変形や等積変形の考え方にも気づき，説明 し

ている。

観 察 ， ワー ク シ
ー ト
， ノー ト

【B小 学校】

次 時
間
学 習 活 動 「学習 活動における具体の評価規準」

及びA とす るキー ワー ドな ど
評価方法

二 6

～

7

複合図形 （L字型）
の 面 積 の 求 め 方
を， より多様 な方
法で考える。

【数学的な考え方】

複 合図形 を，公式 が活用 で きる形 に見立てて面積

を求め ることに気づい ている。
A ：複合図形の求積方法を3つ 以上考えている。

A ：分割や補充以外の考え方にも気づく。

観 察 ワー ク シ
ー ト
， ノ ー ト

3実 現状況 を判断 した根拠

【A小 学校 】

「学習活動における

具体の評価規準」
「B」 と判断 した根拠となった児童の具体的な例 評価方法
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4本 単元 （題材）における観点別評価の総括方法

次のよ うな観点別評価一覧表を作成 し，評価 の総括を行 った。

デー タが同一観点で複数あがって くる場合の総括 の仕方については，単に 「A」「B」「C」の

数を数えて平均するといった機械的な処理ではな く，単元の学習を通 しての児童 の変容や高

ま りを しっか りとらえるように心がけてきた。

【数 学 的 な 考 え方 】

複合図形を，公式が活

用できる形 に見立てて

面積を求めることに気

づいている。

・分割すればよいことに気づき，縦や横に補助線を入れて2つ の

長方形に分けて求積 している。

・欠けている部分を補充 して長方形にして求積 している。

・等積変形などその他の方法で求積 している。

（「B」の うちの「A」と判 断 した具体的な例）

・分割 と補充の両方で求積 して いる。

・分割
，補充のいずれか一方 とそれ以外の方法で求積 してい る。

観 察 ， ワー ク シ

ー ト
， ノー ト

【B小学校 】
「学習活動における

具体の評価規準」
「B」 と判断 した根拠 となった児童の具体的な例 評価方法

【数 学 的 な 考 え方 】

複合図形を，公式が活

用できる形に見立てて

ることに気づいている。

・分割すればよいことに気づき，縦や横に補助線を入れて2つ の

長方形に分けて求積 している。

・欠けている部分を補充 して長方形にして求積 している。

・等積変形などその他の方法で求積 している。

（「B」の うちの 「A」と判 断 した具体的な例）

・3つ 以上の方法で求積 してい る
。

・分割 と補充の両方で求積 して いる。

・分割，補充のいずれか一方 とそれ以外の方法で求積 してい る。

観 察 ワー ク シ

ー ト
， ノー ト

関
意
態

①面積の表 し方を自分なりの方法で考えようとする。

②1㎡ を作 った り教室 を実測 した りして，そ の広 さの感 覚を味わお うと してい る。

考
え
方

①面積 を数値化 し，比べ る方法 を考 えてい る。

②求積 方法 を活用 し，工夫 して求めてい る。

③複合図形を，公式の活用できる形に見立てて面積を求めることに気づいている。

表
・処
①面積の公式を用いて長方形 ・正方形の面積を求めている。

知

・
理

①1c㎡ のい くつ分かで面積 が求め られ ることが分かる。

②1㎡ や1ｋ㎡ の単位換算がで きて いる。
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5他 校 との連携による成果 と課題

（1）共同研究グループによる指導案検討，研 究授業，研究協議の開催

推進校3校 の全職員が8つ の共同研究グループのいずれかに所属 し，それぞれのグルー

プで1本 ずつ研究授業を行い，その取組の成果 と課題 を明らかにす るといった研究の進め

方はよかった。例えば，校内研であれば，研 究推進 を研究主任まかせ になって しま うこと

もあるが，今回の場合は，それぞれ グループ ごとにお互いに連絡を取 り合い，メンバーの

日程 を調整 して進 めた。 これにより，一人一人 の研究への主体性や こだわ りが強まった。

（2）公開授業における参観者全員による評価活動

公開授業 を参観する時は，単なる傍観者 とな らずに， しっか りとした視点 をもって授業

に臨む ことが大切である。そのため，毎回授業者 と同 じように，参観者 もその時間の評価

規準をもとに評価活動 を行 うことを継続 してきた。

その時間，授業者 がどのよ うな評価を行 ったのか，そ して参観者は どのよ うな評価 を行

ったのか，それ らをつ き合 わせ ることで，評価規準の設定の仕方はよかったのか，実際，

評価可能であったか， どんな判断基準でA評 価 とB評 価を分けるのか， といったことが論

点 とな り，協議 を深 めてい くことで一つずつ明 らかにすることができた。

ただ，話 し合いを していて も，課題 に対 してなかなか解決案が見えてこなかった りするこ

とも多 く，今後 さらに研究 を深 めてい く必要がある。

共同研究グループでの事前打合せの様子 同一指導案での1回 目の授業の様子
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熊本県 玉名市

57



平成18・19年 度評価の工夫改善に関する総合的推進地域事業研究成果報告書

平成19年 度評価の工夫改善に関する総合的推進地域事業研究のまとめ

都道府県名 熊本県 推進地域名 玉名市

Ⅰ 推進地域の概要 （平成19年5月1日 現在 ）

※適宜枠を設定 してください。

協力機関名 玉名市校長会、玉名市教頭会、玉名市教務主任会、玉名市教育研究所

玉名郡市校長会、玉名教育会 （玉名郡を含む）

本研究にかかわる地域の特色や課題等

〈特色〉

○玉名市内の全小中学校の取組であること。

（21小 学校、6中 学校で、複式学級のある小規模校から800名 規模の大規模校まであること）

○玉名教育会、玉名市教育研究所などの研究機関があ り、協力が得 られたこと。

〈課題〉

○本研究について共通理解を得ること。

○27校 一斉の研究であることから、研究会の持ち方など研究の進め方を工夫すること。
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Ⅱ 研究の要点と今後の課題

研究の

ねらい

・目標準拠評価に関する確かな理論の周知

・妥当性のある評価規準の設定、公平性、信頼性、妥当性のある評価 ・評定の在 り方の追究

1重 点的に取り組んだ点

（1）目標準拠評価の確かな理論についての周知徹底

目標準拠評価に関する基盤的な理論について本市内の教員間ではかなり浸透 した と考えられるが

市内のみならず管内の学校や教科間等において更に幅広く徹底を図らなければな らない と考えてい

る。本年度異動により管内に転入 した教員や、自信がなく理解を深めたいと思っている教員を、約

170名 集めて研修会を実施 した。評価規準や指導案の作成例、評価総括の例、通知文等の基盤的

な資料を使って説明し、本研究に関する周知徹底 を図った。

また、評価の在 り方について総合的にまとめたDVDを 作成 して、市内全小中学校に配布 し、校

内研修で、「同じ内容を同 じ言葉で全ての教員に対 して説明する」ことが徹底できるよう工夫 して

いる。更に、改善 した指導案を作成する際に活用できるリーフレットを作成 し、指導案作成のマニ

ュアル化を図った。

（2）「単元 （題材）の評価規準」、「学習活動における具体の評価規準」の妥当性を求めた更なる検討昨

年度は、全ての教科で、「単元（題材）の評価規準」及び 「学習活動における具体の評価規準」の見

直しを行った。更に本年度は、目標準拠評価に沿って改善した指導案形式を利用 して授業研究会を

実施す る中で、「単元（題材）の評価規準」や 「具体の評価規準」が国研の評価規準が目指す 「はぐ

くもうとする資質 ・能力」 と重なったものになっているかどうか、議論を重ねるようにしている。

（3）「十分満足できる状況 （A）と判断される子 どもの姿」についての議論

各教科、各学校で 「おおむね満足できる」 と判断 される状況 （B）の うち質的な高まりや深まりを

もっている十分満足できる状況 （A）と判断される状況についてどこからがAな のか模索 している。

Aの 姿を判断するためには評価規準をものさしとする視点がまず基本であり、はぐくまなければな

らない資質能力をしっか り見定め、踏まえておくことを繰 り返し確認 しなが ら進めている。

（4）保護者や児童生徒への情報提供

本市では、目標準拠評価の精度を高めることや授業時数を確保するなどの教育の充実振興を目的

として、平成20年 度 より2学 期制を実施することになっている。PTA総 会や学級懇談会の機会

に2学 期制、目標準拠評価、新 しい形式の通知表等について保護者に説明し、理解を求めている。

（5）評定への総括の在 り方

観点別評価から評定を出していく事例を総合推進委員会等で検討するなど、評価の総括について

理解を広めるようにしている。1単 位時間の評価を集積 し、その単元の観点別評価 ・評定をまとめ

る方法等についても協議を深めている。

2成 果と課題

本年度は学習評価に関する理論研修の更なる徹底 と評価規準の適否、評価評定の在 り方等について

研究を推進 してきた。市内全ての教員が目標準拠評価に沿った形式で指導案を作成 し、はぐくむべき

資質能力を把握 しなが ら指導と評価の計画を立て、評価規準の客観性や妥当性を検討することで少 し

ずつ精度が高ま りつつあると言える。

十分満足できる状況 （A）と判断される子どもの具体的な姿の見取 りについては、個々の教員の専

門性や経験則の違い等で少 しずつ判断に差があり、理解は広まりつつあるものの教員間や学校間の

格差を十分には改善できない状況がある。

3今 後の取組

（1）単元 （題材）の評価規準をもとに、学習活動における具体の評価規準の作成 と単元（題材）の指導

と評価の計画を全ての教員が作成できるようにする。また、国研の参考資料の評価規準 （B）を十分

に理解することを基盤 として、Aと 判断される具体的な子どもの姿を見取るよう徹底 させる。さらに、

教科 ・領域等では ぐくまなければならない資質 ・能力をその学年内で、あるいは学年を越えて見通 し

ながら、指導と評価の計画を作成できるようにする。

（2）玉名市の研究は、市内全ての学校で評価を研究の視点の1つ に入れたことで教員の意識改革は進

みつつある。また、検証授業研究会を通 して、教科内での授業の交流が活発に行われ、教師の授業

に取り組む姿勢に変化が見えてきている。今後この評価に関する研究を更に充実させたいと考えて

いる。
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Ⅲ 取組の概要

1推 進地域の取組の全体図

平成19年 度評価の工夫改善に関する総合的推進地域事業組織図

玉 名 市
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2研 究の経過

時期
推進地域全体としての取組の概要

主な取組 成果と課題

平
成

17
年
度

11月

・第1回 総合推進委員会

趣 旨説明、部会ごとのテーマ及び活動計
画の作成について協議した

事業の内容について、ある程度共通理
解ができた。また今年度の活動計画を作
成することができた。

1月

・第2回 総合推進委員会

講師招聘による講演会及び部会ごとに具
体的なスケジュールについて協議 した

講師の講話により評価に関す る基本的
な考え方について共通理解ができた。

2月

・検証授業研究会 具体の評価規準作成の段階か ら指導者
により違いがあ り、児童生徒の見取 りま
で影響 していることが明 らかになった。

3月

・第3回 総合推進委員会

中間報告書の作成について協議 した。
単元 （題材）の評価規準、一単位時間の
評価規準の設定の仕方の手順 を明らかに
することが、当面の課題だと整理 した。

・専門部会長会議

最終的な中間報告書について、各部会に
周知 した．

今年度の中間報告について、各校に周
知することができた。

平
成

18
年
度

7月

・第4回 総合推進委員会

平成18年 度の事業の概要について協議
し、共通理解を図った．

平成17年 度の課題を受け、平成18
年度の取組を共通理解 した。

・第5回 総合推進委員会

各部の具体的な取組について共通理解を
図った．

各部会の具体的な取組について共通理
解をし、具体的な活動について協議 した。

・小学校教科部会

小学校部会の具体的な取組内容について
共通理解 を図 り、各部で具体的に協議 した。

第5回 総合推進委員会を受け、小学校
部会で、さらに今後のスケジュールな ど
共通理解を図った。

8月

・小中学校教科部会

検証授業研究会の計画を協議 した．
検証授業の計画について検討を し、そ
の単元の評価規準等も検討できた。

10月

・第6回 総合推進委員会 公開授業の指導案の検討 とともに、学
習指導案の中に、改善 した評価規準等を
盛 り込むことを共通理解できた。

・公開検証授業研究会助言者（寺田調査官）

招聘による検証授業 研究会を実施。
小学校国語科5年 「わらぐつの中の神様」

改善 した評価規準等を盛 り込んだ学習
を見ることができ、助言者からも貴重な
助言をいただき、方向性が見えてきた。

・小中学校教科部会 （検証授業研究会）

各教科により検証授業研究会を実施。
10月 の提案 を受 け、評価規準 等の見直
しがで きた．

11月

・第7回 総合推進委員会

部会毎に評価規準等の設定の仕方を演習
推進委員 自身に評価規準等の設定の仕
方について共通理解ができた。

3月 ・第8回総合推進委員会 本年度の研究のま とめと来年度に向け
ての共通理解ができた。

平

成

19
年
度

5月

・第9回総合推進委員会 平成18年 度の課題 を受け、平成19
年度の取組を共通理解 した。

6月

・検証授業研究会

小学校、中学校部会で検証授業実施
本時の目標 と学習課題、評価規準 との
間にずれがあることが分かった。

・全体研修会実施 玉名市及び玉名郡内の約170名 の教
員に対 して評価に関する理論研修会を実
施 した。

7月

・検証授業研究会

小学校部会で検証授業実施
Aと 判断され る子どもの姿を実現す る
ための指導の手だてが不十分であること
が分かった。

8月
～

9月

・小中学校教科部会

検証授業研究会の計画を協議 した。
検証授業の計画について具体的な検討
をし、評価規準の見直 し及び指導案の検
討を行った。

10月

～

11月

・小中学校検証授業研究会

・第10回 総合推進委員会

妥当性のある具体の評価規準の設定の
在 り方やAを 実現 していると判断 される
子どもの姿について議論を深めた。

評価の二側面や観点別評価か ら評定へ
の総括の在 り方について再度共通理解を

図った。
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Ⅳ 推進地域全体の研究内容及び具体的取組等

1評 価規準、評価方法の工夫改善について

（1）取組の概要

① 目標準拠評価の確かな理論についての周

知徹底

ア 目標準拠評価に関す る確かな理論につ

いては，平成17年 度からの取組により，

少 しずつ共通理解が進んできているが市

内の全教師に周知徹底 しているか といえ

ば，目標準拠評価に対する関心は高 くな

ってきているものの個人により温度差が

あり， さらに確かな理論の周知を図る研

修会の開催が必要であった。

また，平成19年 度にな り，玉名市に市

外から転任 して来た教師の数が市内の教

師の数の3分 の1に もなっていたので，

本研究における目標準拠評価に関する確

かな理論を周知徹底 させるために研修会

の開催が必要であった。

市内の小中学校には，新 しく転任 した

教師 と，さらに周知徹底を図 りたい教師

の参加を求めた。また、玉名郡内の学校

にも呼びかけ，6月25日 （月）午後から約

170名 の参加者を得て研修会を実施 した。

これまで活用 してきた下記の資料を印

刷 して紙ファイルにまとめて綴 じ，イン

デックスを付けて各校に配布 した。玉名

郡内の学校にも配布 し，各校で一人一人

が手元に持ち，校内研究等で活用 してい

ただくようお願いした。

イ 確かな理論をさらに周知徹底させるた

めに，いつでも活用できる校内研究用の

DVDの 作成

6月25日 の開催 した研修会だけでは，

約400名 の教師に、確かな理論を周知徹

底させることは難 しいと考え，いつでも，

どこでも手軽に活用できるDVDの 開発を

した。この中は 「目標準拠評価に基づ く

評価規準作成の流れについて」「評価の

二側面について」「評定を出す際の共通理

解について」「評定提出の仕方について」

の4本 の柱でまとめている。

このDVDの 作成に当たっては，試作版

を作成 し，総合推進委員会で何度 も検討

した上で，現在，各校に配布 している。

② 妥当性のある単元 （題材）の評価規準，

学習活動における具体の評価規準の設定

ア 目標準拠評価にふ さわ しい学習指導

案の活用

昨年度か ら，学習指導案を見直 してき

たが，玉名市内の全学校に徹底 していな

かったため，今年度は，年度始めに教務

主任会議の中で，この 目標準拠評価にふ

さわしい指導案の形式を提案 し，各学校

で実施 され る研究授業や玉名教育事務所

や市教育委員会の学校訪問時の学習指導

案 として活用するように徹底 した。

イ 各教科部会における検証授業の実施

さらにぶれのない評価規準の作成のた

めに，今年度 も，小学校で4教 科 （国語、

社会、算数、体育），中学校では，9教

科で検証授業を実施 した。

評価規準の設定に関 して，検証授業の

事前研究会では，内容のまとまりごとの

評価規準と整合性があるか どうかを吟味

し改善する作業を取 り入れなが ら，評価

規準のぶれをなくす ように努めてきた。

ウ 各校の校内研究における評価の工夫改

善の位置付け

各学校の校内研究の中で，さらに評価

の工夫改善について研究を深めていける

ように校長会議を通 じて，各学校の校内

研究の仮説に評価の工夫改善についての

項 目を立てて，研究を深めてもらうよう

に周知徹底を図った。

③ 十分満足できる状況 （A）と判断され る

子 どもの姿に関す る検討

ア 各教科部会及び各学校における検証
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新たな形式での指導案を基に，検証授

業，授業研究会を実施 した。教科部会の

検証授業では，玉名市単独の教科部会を

実施 したり，玉名教育会の教科部会の授

業研究会 と重ねて実施 してきた。各学校

には，校長会議，教頭会議，教務主任会

議を通 して次のように指導 してきた。

研究の視点 として「十分満足できる状

況」 （A）と判断される子どもの姿につい

て話 し合いを深めてもらうようにした。

事後の特に教科部会では，授業研究会

では，子どもの実現状況をもとに，本時

の単元 （題材）の評価規準や具体の評価

規準が妥当であったか，また，「おおむ

ね満足できる状況」 （B） と判断される

子 どもがたくさん見取れる学習指導であ

ったか，「十分満足できる状況」（A）と

判断できる子どもの姿があったか，その

姿はどのようなものか等について協議を

深めた。

具体の評価規準をク リア した子どもの

中で，質的に高まった子 どもの姿を想定

しておくと，「十分満足できる状況」（A）

と判断 される子 どもの状況を教師が見取

りやすいことが分かった。

④ 評定への総括の在 り方

昨年度の観点別学習状況の評価から評定

への総括の具体例を基に，各学校，教科等

で評定への総括の在 り方について校内研究

を通じて研究を深めた。

ただ，観点別学習状況の評価から評定へ

総括する場合に教科問の違いがあったの

で，評価に対する考えや評価方法に一部改

善を図るなどした。

（2）成果等

① 本年度は，各学校の校内研究にも評価の

理論研修を位置付け，評価の工夫を仮説の

1つ として検証授業に取 り組んだ。また，

玉名教育事務所や市教育委員会の学校訪問

時の学習指導案はすべて目標に準拠 した形

式の学習指導案に した。

このことによって、市内すべての教師が

育てるべき資質や能力を把握 した上で，指

導と評価の計画を立てることができるよう

になってきた。

また，授業研究会では，具体的な子 ども

の実現状況を通 して，評価規準の妥当性や

客観性を検討 し，評価規準の精度を高める

ことができた。

目標に準拠 した評価では， 目標を重視 し

た児童 ・生徒の姿を指導者がイメージして

おかなければならないが，個々の教師の専

門性や経験則で判断の違いが出てくる面が

ある。その差をいかに小さくす るかが課題

である。そのためにも，同一単元（題材）で

多くの教師が自分の経験則をもとに，Aと

判断す る子 どもの具体的な姿を出し合いな

がら研究を深めていくことが大切である。

また，単元全体を通 して評価規準に妥当

性があるようにしてい くためには，内容の

まとまりごとの評価規準か ら単元 （題材）

の評価規準を作成 していく時にぶれないよ

うにすることが大切であり，それを達成で

きるように学習活動における具体の評価規

準を設定 していくことが大事である。

玉名市で，本年度研究を通 して，Aと 判

断できる子どもの姿が，単元を通 して毎時

間出てくるのかどうか，観点によっては，

出てこない場合 もあるのでないか という意

見もあ り，この点については， さらに研究

を深めていく必要がある。

2児 童生徒や保護者への評価に関する情報の提

供について

（1）取組の概要

① 保護者や児童生徒への情報提供

通知表の見方や 目標に準拠 した評価の考

え方をPTA総 会や学級懇談会を活用 して
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保護者に示 している。

また，一つの観点についてできるだけ

多面的に捉え，蓄積 した評価資料を基に総

合的に判断 していることを説明 している。

（2）成果等

昨年 と同様，保護者に対 して，目標準拠評価

に関する説明はすべての学校でなされている。

本年度は，二学期制の試行 （中学校3校 ）に

伴い，通知表改訂に関しては，指導要録や教

育課程の工夫 と関連付けて考えてきた学校が

増えてきた。

来年度から玉名市の小中学校で二学期制が

試行され るのに伴い，指導要録や教育課程の

工夫と関連 させた通知表の改定をする学校が

増えていくと思われ るので，その際の参考 と

なるような資料を提供することができた。

3研 究 ・研修活動を通 した各学校 ・各教師の評

価に係る力量の向上について

（1）取組の概要

総合推進委員会や校長会議を通して，本年

度の重点取組事項について説明するとともに

各学校での協力依頼をした。

① 新たな転任者等 を対象 とした全体研修

会を実施 して確かな理論の周知を図った。

② 各学校において，確かな理論の周知徹底

のため校内研究を実施 した。

③ 目標準拠評価にふ さわしい学習指導案を

全校で導入 した。

④ 昨年度に引き続き，評価 ・評定について

管理職が点検 し，指導するチェック体制が

機能している。

（2）成果等

約170名 の参加があ り、 目標準拠評価につ

いて確かな理論の周知になり，参加 した教師

の関心が高まった。

また，改めて確かな理論を周知するための

資料を提供 したため、各学校で共通の資料を

もとに校内研究が実施できるようになった。

② 各学校とも校内で確かな理論の周知徹底

のために研修会を実施 したことにより，各

教師の認識が深まった。

また，評価規準の見直 しの視点や方法，

観点別学習状況評価の見取 りなどについて

研修を深めることができた。

③ 新たな形式での学習指導案を導入 したこ

とにより，一人一人の教師が，目標に準拠

した単元 （題材）の評価規準や学習活動に

おける具体の評価規準を考え設定するよう

になった。

各学校 の校 内研究の中で，評価が仮説

の1つ に位置付 けられているので，授業

評価指標 などに項 目として設定 され，研

究が深められている。

④ 昨年度に引き続き，このチェック体制が

機能しているため，玉名管内における学校

間の評価に係 る力量の差が小 さくなってき

ている。

4成 果の普及のための取組について

（1）取組の概要

昨年に引き続き，玉名市及び玉名郡の教

員が参加す る玉名教育会の教科研究 と重ね

て玉名市の各教科部会が検証授業 を実施 し

たため，郡部の教師にも玉名市の評価の研

究普及啓発につながっている。

（2）成果等

玉名教育会の教科研究の中で，評価につい

ての検証授業の数が増えてきているので，郡

部の教師への普及につながっている。

5総 合的推進委員会の活動の概要 と成果等

（1）取組の概要

① 事務局と部会代表校長で企画委員会を開

催 し，各学校や各教科部会の状況を検討 し

ながら総合推進委員会の企画運営に当たっ

ていった。

② 総合推進委員会では，各学校の代表者や
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各教科の代表者に本年度の研究推進の方向

と検証の仕方等について、周知徹底を図っ

た。また，確かな理論の周知徹底のための

DVD作 成に当たって内容や表現等について

協議してきた。

③ 各教科部会では，それぞれの教科におい

て，具体的な評価の工夫改善について研究

を深めてきた。

④ 昨年度に引き続き，各学校の校内研究，

校長会，玉名教育会の研究 ・研修の牽引力

となった。

⑤ 先進地視察により，本市の取組を確認

することができた。

（2）構成

（3）成果等

特に，総合推進委員会に参加する教師の評

価に関す る理解は一段と深まった。また，研

修意欲 も高ま り，玉名市では，評価の研究を

しているとの意識をどの教師も持つようにな

った。

6教 育委員会による各学校の評価の工夫改善

に関する取組について

（1）取組の概要

① 総合推進委員会の企画会議開催

② 総合推進委員会の開催

③ 学校訪問、校内研修等における各学校へ

の指導助言

④ 各部会の研究推進 （検証授業研究会）へ

の指導助言

⑤ 県教育委員会 ・教育事務所 との連絡調整

⑥ 玉名教育会，教育研究所，地教委連研究

員等 との連絡調整

（2）成果等

本年度の研究推進の方向性や内容について

校長会議や教頭会議，教務主任会議等でも周

知を図 り，各学校における取組が充実するよ

う指導助言を行った。

学校訪問等で妥当性のある題材の評価規準

や学習活動における具体の評価規準の設定が

できているか確認 し，指導助言す るとともに、

各学校における取組状況を把握す ることがで

きた。

7地 域全体の取組についての成果等

総合推進委員会で研究推進の方向と検証につ

いて周知徹底を図ったことで，各学校での取組

に深ま りが見られるようになった。

各学校での校内研修に評価の理論研修を位置

付け，評価の工夫を仮説の一つ として取 り組ん

だ。また，学校訪問では，すべての教師が目標

に準拠 した新たな形式での指導案 を作成 したこ

とで，「単元 （題材）の評価規準」や 「学習活

動における具体の評価規準」が国研の参考資料

の評価規準例と比較 して育 もうとする資質 ・能

力の面と重なったものになっているかを検討す

るようになってきている。

この研究を通 して，教師一人一人が 目標に準

拠 した評価を意識 し，その理論 と方法を身に付

けていこうとする意識が高まってきている。

Ⅴ 推進校の研究内容及び具体的取組等

1学 校間等の共通理解を図 り，評価の客観性

や信頼性を高めるための取組

（1）総合推進委員による理論研修

学校の代表者である総合推進委員で評価に
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ついての理論研修会を進めた。教科 ごとに

検証授業を行ってきたが，その学習指導案

の作成を評価に視点を当てて行った。主に

単元 （題材）の評価規準や学習活動におけ

る具体の評価規準，評価方法，また，付け

るべき資質 ・能力を確実に付ける授業の展

開について検討を行った。

（2）検証授業実践 ・事後研究会の実施

作成 した学習指導案に沿って授業を行っ

た。検討を重ねてきたことによってより信

頼性 ・客観性の高い評価規準ができている

ことを検証することができた。 しか し，実

際授業することによってさらに，学習指導

要領の文言のとらえ方の修正等もあ り，そ

れは次の授業づ くりへ生か していった。

《各学校の代表は，このことを各学校の校

内の研修で復講す ることにより広めてい

った。》

2評 価規準 ・評価方法の改善について

総合推進委員の リーダーシップのもと校内の

授業研究会で全員が評価規準の設定や具体の評

価規準の作成の経験をし，学習指導案を作成 し

たことにより，同じ視点で授業を参観 し，評価

できるようになった。そ して，事後研究会では，

評価規準がどうであったか，評価の場は適当で

あったかなどを話題に した。

そのことにより，単元 （題材）の評価規準そ

のものや，学習活動における具体の評価規準，

評価の方法などの精度を高めてきた。事後研修

会の後，修正 した指導案を作成 した。

3児 童や保護者等への評価に関する情報の提供

について

学年のはじめと1学 期末の学級懇談会で，本

校の評価 ・評定について教職員の共通理解のも

と，保護者へ説明を行った。主な内容は，目標

準拠評価や，観点別学習状況の評価から評定へ

の総括についてである。また，この他，「通知

表の見方」の配付も行った。

児童には，各時間ごとにめあてをしっかり持

たせ授業に臨ませている。高学年については，

学習活動における具体の評価規準を示すことも

行っている。

4研 究 ・研修活動を通 した各教員の力量の向上

の取組について

（1）総合推進委員会との連携

① 各学校での授業実践の情報を提供

総合推進委員会では，各教科 ごとに検証

授業をくりかえした。国語科の場合は，3

年生の説明的文章と4年 生の物語文の 「読

むこと」の授業を行った。授業を共につ く

り上げていく過程で各学校での評価規準の

検討，「Aと判断される児童の姿」，授業の

展開などの情報を持ち寄った。

② 総合推進委員会の情報の収集

総合推進委員による授業を行って明らか

になったことは，それぞれの学校へ持ち帰

り，校内での研修時に伝えた。また、総合

推進委員会で，時間を十分かけ，かなり詳

しく吟味していったことを広めた。

③ 全体研修会への参加

今年度玉名市 に転入 してきた教職員全

てを対象 として行われ た玉名市の総合推

進委員会の主催す る 「評価の工夫改善に

関する研修会全体会」へ参加 させた。ま

ず，評価 の在 り方を学び，これ まで行っ

て きた評価の改善への意識改革 をスター

トさせた。

④ 各教科の授業検証への参加

各教科 の授業検証へ積極的 に参加 させ

ることによ り，多 くの授業を見 る機会，

評価について考える機会を作っていった。

（2）校内研修における研修の実施

① 評価に視点を絞った授業研究会の実施

事前研究会で，単元の評価規準 と，1

時間ごとの評価の 「Aと判断 され る子 ど

67



もの姿」を検討 していった。 これまでの

教師の経験の中か ら 「Aと 判断 され る子

どもの姿」を集めていった。

事後研究会で，それぞれの評価 を検討

した。授業評価指標の中に，評価 につい

ての項目を設定 している。授業研究会で，

そのぶれの原因を探 ることによ り，一人

一人の教職員の評価の不十分な点につい

て明らかにした。

② 全教職員による学習指導案の作成の研修

学習指導案の形式について，これまでの

形式を脱 し，目標準拠評価の授業にふさわ

しい学習指導案の形式を浸透 させた。これ

までの指導案 とどう違 うのか，授業で付け

たい力は何なのか，そのためには指導案が

どうあるべきかを伝えていった。

モデル として総合推進委員会の教科部会

で作成 した指導案をもとに単元 （題材）の

評価規準の作成の手順を説明 した。

それぞれの時間における 「Aと判断され

る子どもの姿」を探る意味を伝えた。

この研修で，次のことを教職員に明確に

つかませた。

○ 「付けるべき資質 ・能力」を明確にし

て授業を創造 してい くこと。

○ 単元の評価規準は，国立教育政策研究

所が作成 している 「まとまりごとの評価

規準」をもとに作成するものであり，授

業者の思いが優先されるものではないこ

と。

○ 「Aと判断 され る子どもの姿」を考え

ること。

③ 全教職員による学習指導案の作成の演習

の実施

○ まとま りごとの評価規準から学習活

動 における評価規準設定を手順 をもと

に実際に行った。

○ 教科ごとに分担 し，指導案作成を行っ

た。研究部長は，校長 とともに最終的に

全部の指導案の点検をし，作成者 と修正

を繰 り返 した。それぞれが担当教科で指

導する単元における ［Aと判断される子

どもの姿］の精選を行った。

④ 全員による授業実践

○ 自分で作成 した指導案に沿って授業を

行い，評価規準が適当であったか，「A

と判断 される子 どもの姿」が適当であっ

たかを検証 した。授業のあと事後研究会

の内容をもとに新 しい学習指導案を作成

した。

○ 実際に演習を行い，自分で作成 した学

習指導案による授業を行 うことによって

評価についての意識の変革を図った。

○ 付けるべき資質 ・能力が明確にな り，

指導過程，1時 間の授業が精選されてき

た。評価することを明確にすることによ

って，板書の在 り方にまで研究を進めた。

○ 「Aと判断 される子 どもの姿」を実際

の授業をもとに具体的なイメージとして

持つことができた。また，そのような経

験が，理論で学んでいることを自分の力

とすることができた。

○ 全教科の学習指導案を作成 した。

⑤ 評価補助簿の作成

夏期休業中に，国語科 と算数科において

評価補助簿を作成 した。単元の評価をその

ように総括していくのかが，日々の授業の

中で無理なくできるよう工夫 した。

5評 価結果を踏まえた指導の改善について

【具体例

4年 生の国語の授業 ［すがたを変える大豆］】

事前研修で創 り上げた指導案をもとに授

業を行ったあとの事後研究会では，本時に

おける 「Aと判断 される子 どもの姿」 と評

価の方法，観察対象児の評価を大 きな柱 と

した。事前 に設定 した具 体的な評価規準

（B）が どうであったかの検討 も行 った。

68



3つ の意味段落に分 ける授業であったが，

学習指導要領の内容である 「段落相互の関

係」の とらえかた とBと 判断 される場合の

子 どもの姿 との関係について協議 した。3

年生のこの時期の評価規準の見直 し，単元

の指導の中で，お さえてお くべき内容，そ

の指導法を確認 した。

6推 進校における成果等

（1）教職員に対す る目標に準拠 した評価の確か

な理論の周知徹底

各学校の校内研修に評価の理論研修を位置

付け，仮説 を立てて検証授業に取 り組んだこ

とにより，学習における学習指導要領のねら

いをはっきりとつかみ，付けるべき力を明確

に持って授業に取 り組むようになってきた。

また，評価に絞った授業評価指標を活用 し，

「評価規準 と評価方法や場面が対応 している

か」 「実現状況を判断する根拠が明確か」な

どの視点で授業を見るようになってきた。

（2）妥当性のある単元 （題材）の評価規準，学

習活動における具体の評価規準の設定

事前研等で設定 した単元の評価規準が，内

容のまとま りごとの評価規準の目指す ものに

なっているのかを吟味 したり，見直したりす

ることにより，評価規準の精度を高めること

ができた。また，評価に絞った授業研究会を

持ち，目標の実現状況のぶれの大きかった子

どもの原因を探ることで学習における具体の

評価規準の客観性や妥当性を検討 し，評価に

おける共通認識を高め，評価規準の精度を高

めることができた。

課題として，本時の授業において妥当性を

議論す ることはできるが，単元全体を通 して

評価規準に妥当性があるかどうか議論するこ

とは難 しい。 さらに，妥当性のあるものにし

てい くためには，評価規準を基に評価補助簿

を活用 して見直 しをすることが大切である。

（3） 「Aと 判断 され る子 どもの姿」について

の議論

研究授業 を通 して，Aと 判断す るキー ワ

ー ドをもとに観察時の様子などについて話し

合い，議論を深めることができた。また，「お

おむね満足できる状況」（B） よりももっと

レベルの高い児童の姿の話 し合いを行い，質

的に高まった子 どもの姿を想定 して設定 し

た。この問題ができたからAと 判断するので

はなく，子どもたちが授業で学習 したことを

関係づけた り比べた りしながら学習が高まっ

た姿と捉えた。更に，Aと 判断できるキー ワ

ー ドについて話し合いを持つことで
，結果 と

して精度の高い評価規準 とすることができ

た。課題 としては，評価する指導者がAの 姿

を的確に見取る技量が必要になって くる。こ

れには，指導者の専門性や経験により差がで

て くるため，評価の機会を増や し，評価力の

向上が重要である。

（4）保護者や児童生徒への情報提供

1学 期のPTA総 会や懇談会時に通知表の

見方の中で目標に準拠 した評価の考え方や観

点別評価について説明し理解 を図った。また，

1つ の観点について，できるだけ多面的に捉

え，蓄積 した評価資料をもとに総合的に判断

していることを知 らせている。二学期制実施

に伴って，通知表の見直 しを行い，観点別評

価のABCや 評定の5段 階の意味を分かりや

すく表記するように した。

（5）評定への総括の在 り方

観点別評価から評定へ総括することについ

ては，校内研修で話 し合いを行い，全職員で

共通理解を図った。評定の際，成績一覧表に

おける学習評価状況 （観点別評価及び評定）

を総点検 し，全職員の評価に対する考え方や

評価方法に一部改善を図るなどした。

課題は，教科間や教師間の評価評定のば ら

つきである。評価補助簿を活用 して 日常の評

価の積み上げを行 っておくことが大切であ

る。

69



7資 料

（1） 地域内の各学校における同一単元の評価 の具体例 （小学校体育科）
ア 単元の評価規準

【A小学校】

第6学 年 体育科 単元名 ：Eボ ール運動 「バ スケ ッ トボール」

観 点 単元の評価規準

関心 ・意欲 ・態 度

友達とともに，バスケットボールの楽しさや喜びを求めて進んで取 り組もうとする。ま
た，勝敗に対 しても正 しい態度を取ろうとするとともに，互いに協力 して，安全に練習や

ゲームをしようとする。

思考 ・判断 チームの特徴 を知 り，作戦を立てた り，ルール を工夫 した りしている。

技能
バスケッ トボールについて簡単な作戦を生か してゲームをするための技能を身に付け

ている。

【B小学校】

第6学 年 体育科 単元名 ：Eボ ール運動 「バスケ ッ トボール」

観 点 単元の評価規準

関心 ・意欲 ・態 度

友達 とともに，バスケットボールの楽 しさや喜びを求めて進んで取り組もうとする。ま
た，勝敗に対 しても正 しい態度を取ろうとするとともに，互いに協力 して，安全に練習や

ゲームをしようとする。

思考 ・判断 チー ムの特徴 を知 り，作戦を立てた り，ルールを工夫 した りしてい る。

技能
バスケットボールについて簡単な作戦を生かしてゲームをするための技能を身に付け

ている。

イ 指導の展開 と評価
【A小学校】

次 時 学習活動
観
点
学習活動における具体の評価規準

Bの 学びの姿 （Aの キーワー ド）
Bに 達するためのアップ支援 評価

の方法

1

～

3

1

～

6

関
意
態

①練習やゲームに進んで取り組もうとする。

②場所や用具などの安全に気を付けようとする。

③準備後始末などを役割分担して協力しようとする。

④審判の判定に従おうとする。

（Aのキーワード）
・自ら進んで

・自ら判断して

①自分の役割に気づくように助言する。

②場所や用具の使い方を助言する。

③協力の大切さを助言する。

④ルールを守ることと審判の役割につい

て助言する。

観察
学 習 カ
ー ド

1 1
バスケットボールの基

本的なルールを理解

し，ためしのゲームを

することで自分たちの

チームの特徴をつか

み，作戦を立てる。

思
考
判
断

①ためしのゲームから自分たちのチームの特徴

を見付けている。

（Aのキーワード）
・具体的に理由を付けながら

教師が話し合いに加わり，具体的な例を挙

げながら，子どもとともに話し合うこと

で，チームの特徴を見付けさせる。

観察学 習
カ

ー ド

2 2
攻撃のための作戦を成

功させるために，それ

に合った練習を考え，

ゲームに取り組む。

思
考
判
断

② 自分 たちのチー ムの特徴 を生か した，攻撃の

た めの作戦 を立てている。

（Aの キー ワー ド）

・1人1人 の動 きを意識 した

・シュートまでの見通しをもった

教師が作戦カー ドを使って説明するなど

の支援のもとで，自分のチームの特徴に応

じた作戦を立てさせる。

観 察学 習
カ

ー ド

3 技
能

①攻撃の作戦を成功させるために，自分の役割

を意識しながら，パスやドリブル，シュー ト

をしている。

（Aのキーワード）
・確実な技能

学習カード，掲示物，ビデオなどを使って，

基本の動作を確認させ，練習させる。

観察
学 習 カ
ー ド

記 録V
TR

4
守りのための作戦を成

功させるために，それ

にあった練習を考え，

ゲームに取り組む。

思
考
判
断

③自分たちのチームの特徴を生かした，組織的

な守りを考えている。

（Aのキーワード）
・1人1人 の動きを意識した

教師が作戦カードを使って説明するなど

の支援のもとで，自分のチームの特徴に応

じた作戦を立てさせる。

観察学 習
カ

ー ド

5 技
能

②守りの作戦を成功させるために，自分の役割

を意識しながら，相手の攻撃を阻止してい

る。

（Aのキーワード）
・素早い守りへの切り替え

・味方や幅手に応じた動き

学習カード，掲示物，ビデオなどを使って，

基本の動作を確認させ，練習させる。

観察
学 習 カ
ー ド

記 録V
TR

3 6
学習したことを使っ

て，バスケットボール

大会に取り組む。

思
考
判
断

④学習したことを踏まえて，大会の計画を立て

ている。

（Aのキーワード）
・ルールや作戦を工夫して

学習カー ドなどを使って，チームや個別に

作戦を確認する。

観察学
習 カ
ー ド

記 録V
TR
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技
能

①攻撃の作戦を成功させるために，自分の役割

を意識しながら，パスやドリブル，シュー ト

をしている。

（Aのキ－ワード）
・確実な技能

②守りの作戦を成功させるために，自分の役割を意

識しながら，相手の攻撃を阻止している。

（Aのキ－ワー ド）
・素早い守りへの切り替え

・味方や相手に応じた動き

学習カード，掲示物，ビデオなどを使って，

基本の動作を確認させ，練習させる。

【B小学校】 太字の部分を修正

次 時 学習活動
観
点

学習活動における具体の評価規準

Bの 学びの姿 （Aのキーワー ド）
Bに 達するためのアップ支援

評価
の方法

2 3 技
能

①走りながら方向を変えるドリブルができる。

②走ってくる仲間にリードパスができる。

③シュートチャンスを逃さずシュートができる。

（Aのキーワー ド）
・確実な技能 すばやい動き

，フェイント

学習カード，掲示物，ビデオなどを使って，

基本の動作を確認させ，練習させる。

観察学 習
カ

ー ド

記 録V
TR

5

A小 での実践を踏
まえ，関心・意欲 ・
態度の要素を除い
た，技能面のみの
評価規準を作成し

技
能
④ボールを持つ者とゴールの間に体を入

れている。

（Aのキーワー ド）

素早い守りへの切り替え

味方や相手に応じた動き

学習カー ド，掲示物，ビデオなどを使って，

基本の動作を確認させ，練習させる。

観察 　学
習 カ
ー ド

記 録V
TR

3 6
学習 したことを使っ

て，バスケットボール

大会に取り組む。

技
能

①走りながら方向を変えるドリブルができる。

②走ってくる仲間にリー ドパスができる。

③シュートチャンスを逃さずシュートができる。

④ボールを持つ者とゴールの間に体を入れている。

（Aのキーワー ド）

攻撃 ・確実な技能，すばやい動き，フェイント

防御 ・素早い守りへの切り替え
・味方や相手に応じた動き

学習カードを使って，今まで学習した基本

の動作を確認させ，大会に生かさせる。

観祭
学 習 カ
ー ド

記 録V
TR

ウ 実現状況を判断 した根拠

【A小学校】
「学習活動における具体の

評価規準」
「B」と判断した根拠となった児童の具体的な例 評価方法

【※関心 ・意欲 ・態度 】

①練習やゲームに進んで取り組もうとする。

②場所や用具などの安全に気を付けようとする。

③準備後始末などを役割分担して協力し

ようとする。

④審判の判定に従おうとする。

（Aのキーワード）
・自ら進んで

・自ら判断して

・学習活動中の観察による評価はもちろんのこと，VTRに よる観察をあわせて

行うことにした。教師による評価が4項 目 （①チームでの協力，②場所や用具

などの安全確保 ③準備や後始末などへの協力，④今日のめあての達成）中で，

◎◎◎◎もしくは◎◎◎○をAと する。△△△△もしくは△△△○をCと す

る。それ以外をBと した。なお，学習カードの自己評価 「今日の反省」につ

いては，教師が行う評価の判断の補助とした。

○ 「A」とする場合

・教師による評価が◎◎◎◎もしくは◎◎◎○をAと する。

・観察で把握できなかった児童の活動状況をVTR等 で評価し，Aと 判断される

児童。

・観察

・VTR

・個人の学習カー ド

の今 日の反省

【※思考 ．判断 】

自分たちのチームの特徴を生かし

た，攻撃のための作戦を立てている。

（Aのキーワード）

・1人1人 の動きを意識した

・シュートまでの見通しをもった

・学習カー ド （チーム用）で，チームの作戦を図では表 してい

る。 （2時間 目の児童の姿の例）

○ 「A」とする場合
・チームの作戦を図で表 し，さらに，その作戦をしようと思っ

た理由を書けている。

．学 習 カー ド （チー

ム用）

【※技能 】

攻撃 の作戦 を成功 させ るた め

に，自分の役割を意識しながら，

パスや ドリブル，シュー トを し

ている。

（Aのキーワー ド）

・確実な技能

【3時間目の具体の評価規準】攻撃の作戦を成功させるために，自分

の役割を意識しながら，パスや ドリブル，シュートをしている。
・チームの作戦における自分の役割を理解し，攻撃ができる。（3時間

目の児童の姿の例）

○ 「A」とする場合

①味方にディフェンスがついていてパスができないときは，ドリブル

をしている。

②ノーマークの味方にすばやくパスをすることができる。

③シュー トチャンスを逃さず，シュー トをすることができる。

・ゲームの観察

・ゲームの様子を録

画したVTR
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エ 本単元 （題材）における観点別評価の総括方法

※ 関心 ・意欲 ・態度の評価 については，学習カー ドや観察にた よる場 面が多かった。 「A」の個数が4個 以上で，

残 りが 「B」の児童 を 「A」 とした。また， 「C」の個数 が4個 以上で，残 りが 「B」 の児童 を 「C」 とした。

その他の児童 を 「B」 とした。

※ 思考 ・判断 （学び方）の評価については，学習カー ドによる評価を中心 に行 った。4回 の評価場面で 「A」 の

個数 が3個 以上で，残 りが 「B」 の児童 を 「A」 とした。また， 「C」の個数が3個 以上で，残 りが 「B」の児

童を 「C」 とした。その他の児童を 「B」 とした。

※ 技能 の評価 については，観察による評価 を中心に行った。観察による全員 の評価は難 しいので，記録VTRに

よる評価 を行 った りした。3回 の評価場面で，「A」の個数が2個 以上で，残 りが 「B」の児童 を 「A」とした。

また， 「C」 の個数が2個 以上で，残 りがrB」 の児童を 「C」 とした。その他の児童を 「B」 とした。

※ 総合評価においては， 「A」 の個数が2個 以上で，残 りが 「B」の児童を 「A」 とした。 また， 「C」 の個数が

2個 以上で，残 りが 「B」 の児童を 「C」 とした。その他の児童を 「B」 とした。

【B小学校】 太字の部分を修正
「学習活動における具体の

評価規準」
「B」と判断した根拠となった児童の具体的な例 評価方法

【※技能 】

状況に応 じたパスや ドリブル，

シュー トなどの技能ができる。

（Aの キーワー ド）

・確実な技能，すばやい動き，フェ

イント

A小 での実践を踏まえ，Aの キーワ

ードを増やし，見取りの視点を増や

すことで，多様なAの 姿を認めるこ

と 信平価すること）につながった。

【3時間目の具体の評価規準】

①走りながら方向を変えるドリブルができる。

②走ってくる仲間にリー ドパスができる。

③シュートチャンスを逃さずシュートができる。

○ 「A」とする場合

①走りながら方向を変え、すばやくドリブルができる。

②走ってくる仲間に確実にパスができる。

ディフェンスの状況によってバズの種類を変えることができる。

③シュートチャンスを逃さず，確実にシュー トができる。

シュートフェイクを使ってディフェンスをかわしてシュートをすることができる。

・ゲームの観察

・ゲームの様子を録

画 したVTR

【A小学校】
観点別評価総括表

観点 関心 ・意欲 ・態度 、思考 ・判断 （学び方） 技能

評価規準

①練習やゲームに進ん

で取り組もうとする。

②場所や用具などの安

全に気を付けようと

する。

③準備後始末などを役

割分担して協力しよ

うとする。

④審判の判定に従おう

とする。

ためしの

ゲームか

ら自分た

ちのチー

ムの特徴

を見付け

ている。

自分た ち

のチーム

の特徴を

生かした，

攻 撃のた

めの作戦

を立てて

いる。

組織的 な

守 りを考

えている。

計画的 な

ゲー ムの

運 営 を行

っている。

攻撃の作戦を

成功させるた

めに自分の役

割を意識しな

がら，パスやド

リブル，シュー

トをしている。

守りの作戦を

成功させるた

めに自分の役

割を意識しな

がら，相手の攻

撃を阻止して

いる。

攻撃の作戦を成功させ

るために，自分の役割

を意識しながら，パス

やドリブル，シュート

をしている。

守りの作戦を成功させ

るために，自分の役割

を意識しながら，相手

の攻撃を阻止してい

る。

【B小学校】 太字の部分は修正箇所
観点別評価総括表

観点 関心 ・意欲 ・態度 思考・判断 （学び方） 技能

評価規準

①練習やゲームに進ん
で取り組もうとする。

②場所や用具などの安
全に気を付けようと

する。

③準備後始末などを役
割分担して協力しよ

うとする。

④審判の判定に従おう
とする。

ためしの

ゲームか

ら自分た

ちのチー

ムの特徴

を見付け

ている。

自分た ち

のチーム

の特徴を

生かした

攻 撃のた

めの作戦

を立てて

いる。

組織的 な

守 りを考

えている。

計画 的な

ゲー ムの

運営 を行

っている。

①走りながら
方向を変え
るドリブルが
できる。

②走ってくる
仲間にリー
ドパスがで

きる。③
シュートチ

ャンスを逃
さずシュー
トができる。

④ボールを

持つ者と

ゴールの

間に体を

入れてい

る。

①走りながら方向を変
えるドリブルができ
る。

②走ってくる仲間にリ
ードパスができる。

③シュートチャンスを逃さず
シュートがで

きる。

④ボールを持つ者とゴ
ールの間に体を入れ

ている。
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オ 他校等との連携による成果と課題

玉名市の7校 （伊倉小学校，滑石小学校，大浜小学校，豊水小学校，八嘉小学校，鍋小学校，小天小学校）の研究主任等

による推進委員会を設置し，体育科のマスタープランの作成と評価の工夫改善につながる学習指導案の検討，そして授業研

究を通しての評価の検証を行った。

（1）体育科マスタープランの作成

体育科のマスタープランは，1年 生から6年生までの発達段階に応じた児童に身に付けさせるべき資質を，小学校学習

指導要領解説体育編と国研の参考資料を踏まえ作成 した。

マスタープランの作成に当たっては，運動領域を低学年 ・中学年のボールを使った 「ゲーム」，高学年の 「ボール運動」

に絞 り，体育科目標と各学年各領域の指導内容 （評価の観点及びその趣旨と学年別評価の観点及びその趣旨）を明示し，

3つ の観点 「技能の内容」「態度の内容」「学び方の内容」別に 「指導内容、内容のまとまりごとの評価規準，指導内容の

具体例，単元名，指導時期，単元の評価規準」を示した。「指導時期」と 「単元の評価規準」には，児童の発達段階を考

慮し，各学年別に示すこととした。特に，単元の評価規準については，各学校の実態や指導上の経験を踏まえて作成した。

（2）評価の工夫改善につながる学習指導案の検討

学習指導案についても，従来の 「単元のねらい」「児童の実態」を見直し，「単元の評価規準」「単元の指導計画及び評

価計画」を改善し，評価につながる工夫を行った。

「単元のねらい」には，学習指導要領解説書から，「技能の内容」「態度の内容」「学び方の内容」の目標を明記した。

また，「内容のまとまりごとの評価規準 （国研）」「単元の評価規準」「学習活動における具体の評価規準 （本単元）」と併

記することにより，「関心 ・意欲 ・態度」「思考 ・判断」「技能」の観点別の指導内容が一目瞭然で，精選され明確になっ

た。このことは，「単元の指導計画及び評価計画」の作成と評価についての一貫性に役だった。

さらに，「単元の指導計画及び評価計画」に，「1時間ごとのおおむね満足Bと （Aとするキーワー ド）」そして 「Bに

達しなかった子どもたちへのアップ支援」を具体的に明記したことで，評価の視点がはっきりするとともに，授業改善指

標を活用することで指導と評価の一体化を図ることができた。

（3）授業研究を通しての評価の検証

① 第1回 検証授業 （技能面を中心に）

研究授業の事前研において，「単元の評価規準」の基礎的 ・基本的事項と単元の評価規準の3つ の観 点を評価する際

に，特に，「技能」についての評価の在り方について検討した。研究授業のおおむね満足 「B」を，「チームの作戦 （オ

フェンス）を成功させるために，自分の役割を果たそうとしている」と設定し，更に 「A」のキーワー ドを 「確実な技

能」として研究授業を行った。評価方法としては，ゲームの観察や録画したビデオを見て評価した。抽出児童4名 を

もとに 「技能」について，教師20名 による評価を行った。その結果は，児童1名 については 「B」。しか し，

残 りの3名 については， 「A」と 「B」が同数になるなど，評価にぶれが生じた。その原因として，一番考えら

れたのは次の点である。

○技能の 「具体の評価規準」に関心 ・意欲 ・態度面の要素が入 り込んでいた。すなわち，具体の評価規準の 「自

分の役割を果たそうとしている」は関心 ・意欲 ・態度面の評価のニュアンスが高く，評価の時，児童の関心 ・

意欲 ・態度に属するような内容を評価 してしまっていた。

② 第2回 検証授業 （技能面を中心に）

第1回 の検証授業を受けて，具体の評価規準を見直し，関心 ・意欲 ・態度面の要素が入 り込まないようにした。

抽出児童4名 をもとに 「技能」について，教師13名 による評価を行った。その結果は，児童1名 については「A」，

児童2名 について 「B」，残 り1名 については 「A」と 「B」がほぼ同数 となった。まだ，若干のぶれが生 じた。

その原因として，次のような点が考えられる。

○体育における技能は，一瞬にして次の技能へと移行 していく。従って，その技能を評価する場合 一瞬で把握

する必要があ り，教師の経験の差により評価のぶれを生むことが考えられる。

③ 成果

○マスタープランの作成や検証授業により，具体の評価規準を練り上げたので，評価 精度を高めることができ

た。

○ 「A」のキーワー ドを増やすことで 「A」の姿を見取る視点が増え，自分で工夫 した個性的な技能など，rA」

の児童の多様性を認めることができた。

○VTRに よる評価を行 うことで，技能面の評価精度が上がるとともに，関心 ・意欲 ・態度等の評価の材料に

もなった。

○男子の場合，始めは，関心 ・意欲 ・態度の評価が低い児童がほとんどであった。1時 間目の評価では，10

／17名 がCで あった。そこで，指導と評価 の一体化を図る中で，映像資料の活用，グループ活動の推進，

子どもの頑張 りを認めることの徹底などに力を入れた。その結果、授業の最終 日は，16／17名 がAかB

となっていたことから，湧出意欲 ・自己実現意欲が醸成されたと言えるであろう。
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（2） 地域 内の各学校 におけ る同一題材 の評価の具体例 （中学校技術 ・家庭科 （技術分野））

【中学技術部会 】

ア 題材 の評価規準

【検証授 業】

第2学 年 技術科 題材名 情報モラル とコンピュー タの利用

（1） 内容のま とま りごとの評価規準

（2）題材 の評価規準 （3時 間扱 い）

内容 （1） については、 ほぼすべて をこの題材 にお ける指導でお さえることになるため、基

本的には 「内容のま とま りごとの評価規準」の文言 を変更するこ とな く使用 している。ただ し

【関心 ・意欲 ・態度 】の評価規準が、 「内容のまとま りご と」では 「・・・役割に関心を持ち、」

となっているが、指導 内容か ら して情報機器や情報通信ネ ッ トワー クの影 （悪影響） の部分 も

含まれ るこ とになるので、そ うした内容に関する評価が含 まれ ることを明確 にす るた め、敢 え

て 「影響」 とい う言葉 を挿入 した。

（3） 学習活動 における具体の評価規準

（4）本 時にお ける具体 の評価規 準

生活や技術への
関心 」意 欲 ・態度

生活を工夫 し
創造する能力

生活の技能 生活や技術についての
知識 ・理解

コンピュータなどの情報機

器や情報通信ネ ッ トワーク

及び情報手段の果た してい

る役割に関心を持 ち、情報

モラルについて考えよ うと

している。

情報 を適切に使 う方法を

工夫 している。

情報手段 の発達 と生活 と

のかかわり、及び情報化の

進展が及ぼす影響 に関する

知識を身に付け、情報モラ

ルの必要性について理解 し

ている。

生活や技術への
関心 ・意欲 ・態度

生活を工夫 し
創造する能力

生活の技能 生活や技術 についての
知識 ・理解

コンピュータな どの情報機

器や情報通信ネ ットワーク

及び情報手段の 果たしてい

る役割 ・影 響に 関 心 を持
ち、情報 モラル につ いて考

えよ うと してい る。

情報 を適切 に使 う方法 を

工夫 している。

情報手段 の発達 と生活 と

のかかわ り、及び情報化の

進展が及ぼす影響に関す る

知識 を身に付け、情報モ ラ

ルの必要性 について理解 し

ている。

生活や技術への
関心 ・意欲 ・態度

生活を工夫 し
創造する能力

生活の技能 生活や技術についての
知識 ・理解

①情報機器や情報通信ネ ッ

トワー ク及び情報手段の

果たす役割に関心を持っ
ている。

②情報機器や情報通信ネ ッ
トワーク及び情報手段が

社会に及ぼす影響につい

て関心を持っている。

③情報モラルについて考え

ようとしている。

①情報を適切に使 う方法を
工夫 している。

①情報手段の発達 と生活 と
のかかわ りに関す る知識

を身につけている。

②情報化の進展が及ぼす影

響に関す る知識 を身につ

けている。

③情報モラルの必要性につ
いて理解 している。

生活や技術への
関心 ・意欲 ・態度

生活を工夫 し
創 造する能力

生活の技能 生活や技術についての
知識 ・理解

③ 情報 モ ラル につ いて考 え

よ うとして い る。

①情報を適切に使 う方法 を
工夫 している。

③情報モラルの必要性につ
いて理解 している。
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イ 指導の展開 と評価

ウ 実現状況を判断した根拠

【検証授業】

次 時

間

学習活動 「学習活動における具体の評価規準」 及び

Aと す るキー ワー ドな ど

評価の方法

1 1

コ ン ピュー タネ

ッ トワークが生活

や社会の中で果た

す役割 を知る。

○ （関心 ・意欲 ・態度）情報機 器や情報通信ネ ッ ト

ワーク及び情報手段の果 たす役割 に関心 を持ってい

る。

〈Aと するキーワー ド〉

・積極的な発言

・的を得た質問

・授業中の観察

○ （知識 ・理解）情報手段の発達 と生活 とのかかわ

りに関する知識を身につけている。

〈Aの キー ワー ド〉

・多面的に

・授業中の観察

2 1

コ ン ピュー タネ ッ

トワー クが生活 や

社 会 に与 え る影 響

を知 る。

○ （関心 ・意欲 ・態度）情報機器や情報通信ネ ッ ト

ワーク及び情報手段が社会 に与える影響について関

心を持っている。

〈Aの キーワー ド〉

・積極的な発言

・的を得た質問

・授業中の観察

○ （知識 ・理解）情報化の進展が及ぼす影響に関す

る知識を身に付けている。

〈Aの キーワー ド〉

・多面的に

・ワー クシー ト

・授 業 中の観察

3 1

コン ピュー タネ ッ

トワー ク を適 切 に

使 う力 を付 け る。

（情報 モ ラル ）

○ （関心 ・意欲 ・態度 ） 情 報モ ラル につ い て考 え よ

うとしてい る。

〈Aの キー ワー ド〉

・活発 な討議

・ア ドバ イス をす る

・過去 の経 験 を交えて

・授業中の観察

○ （工夫 ・創造）情報 を適切に使 う方法を工夫 して

いる。

〈Aの キー ワー ド〉

※

・小 テス ト

・授 業中の観 察

○ （知識 ・理解）情報モラルの必要性について理解

してい る。

〈Aの キー ワー ド〉

・詳 しく ・多 面的 に

・ワー クシー ト

・授 業 中の観察

【検証授業 】
「学習 活動 に お け る

具体の評価規準」

「B」 と判断 した根拠 となった児童生徒の具体的な例 評価方法

【関 心 ・意欲 ・態度 】

情報 モ ラル につ いて考 え

よ うとして いる。

・自分が担当した事例に取 り組んでいる。

・班の中で自分の判断を報告している。

（「B」 の うちの 「A」 と判断 した具体 的な例）

・他 の生徒 の報告 に対 して 自分 の考 えを述べ てい る。

・他 の生徒 の判断 に対 してア ドバイ スを してい る。

・自分の経験 を交 えて考 えを述べ てい る。

・授業中の観察

【工夫 ・創造】

情報を適切に使 う方法を

工夫 している。

・各事例 に対 して正 しい判断 を してい る。

（「B」 の うちの 「A」 と判 断 した具体的 な例）

・小 テ ス ト
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エ 本題材における観点別評価の総括方法

ここには 「A」を設定 してい ない。

当初 は、Aの 姿 と して、 「正 しい方

法が とれ る こ との上 にそ の意味 が理

解 で きて い るこ と」 を考 えた。 しか

し、 それで は 【知識 ・理 解 】 の観 点

と重 なって くるため適 当で は ない。

また具 体的 な事例 に対 して 正 しく判

断 で きるか につい て小テ ス トを実 施

して も、す べ ての設 問 に正 しく答 え

た姿 が 「B」 であ るこ とを考 える と、

そ れ よ り高 い 到 達 点 は想 定 しづ ら

い。 そ の他 の 姿を設 定 しよ うと した

が 、適 切 な方法 が 「とれ るか 、 とれ

な いか」 の二者択 一 、つ ま り 「B」

か 「C」 のいずれ か にな って しま う

と判 断 したた めであ る。

オ 他校 との連携 による成果 と課題

技術 ・家庭科の技術分野 は各学校 に一人であるため、 日頃は教科指導 について討議 し議論 を

深 める機会 が極 めて少 ない。今 回の研究で評価に関す る課題 を中心に他校 と連携 し、あ らゆる

学年 ・指導 内容 ・指導方法 について協議できた ことは、それ ぞれの教師が これ まで練 り上げて

きた ものを交換 しあ う場 とな り貴重な経験 となった。 また観察 による評価 では教師の主観 に拠

らざるを得ない面があるが、研究授業を通 して具体的な生徒 の姿に対 して複数の 目で観察 し、

討議 したことで間主観の考え方 に基づき、 自分た ちの見取 り力を磨 くことにな り今後 の評価 の

自信 につながった。

※

【知識 ・理解】

情報モラルの必要性 につ

いて理解 している。

・情 報 モ ラル がな い と困 る こ とがす べ て 自分 にまつ わ る こ

とで あ り、一人 称で記述 されて いる。

（「B」 の うちの 「A」 と判断 した具体 的な例）

・社 会全体 の利益 が損 なわれ るこ とまで記述 してい る
。

・小 テ ス ト
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評価の工夫改善に関する総合的推進地域事業実施要項

平成17年4月1日 国立教 育政策研 究所長裁 定

平成19年3月26日 一部改正

1目 的

現行学習指導要領 において重視 されている 「目標に準拠 した評価」の定着を図るため

には，その評価が客観的で，信頼できるものであることが求め られる。

このため，各学校における評価の工夫改善はもとより，地域内の各学校，教育委員会，

教育センター等が連携 ・協力 し，評価の工夫改善のための総合的な取組 を行い，その成

果を普及す ることによ り，「目標に準拠 した評価」の客観性 ・信頼性 を高めることに資

する。

2委 嘱 の手続 き

（1） 本事業 の委嘱 を希望す る都道府県教育委員会は，別紙様式の希望調書 を国立教育政

策研究所に提出する。

（2） 国立教育政策研究所は，上記 （1） に よ り提 出のあ った内容 を審査 し，本事業の委

嘱が適当と認 めた場合，別途定める実施計画書の提出を求める。

（3） 国立教育政策研 究所は，上記 （2） に よ り提 出のあ った実施計画書が適切であると

認めた場合，当該都道府県教育委員会に対 し，本事業を委嘱する。

3委 嘱期 間 平成17・18年 度の2か 年 とす る。

ただ し，必要 に応 じ，平成17・18年 度 の推進 地域 につ いて，委嘱

期間を平成19年 度 まで延長 す ることができ る。

4事 業の実施方法

（1） 国立教 育政策研究所 は，本事 業の実施を委嘱する都道府県教育委員会 （以下 「関係

都道府県教育委員会」とい う。）から提出された実施計画書 に基づき，評価の工夫改

善に関する総合的推進地域 （以下 「推進地域」 とい う。）を指定する。

（2） 推進地域 は，原則 として一教 育事務所又は複数の市町村をその単位 とする。但 し，

相当程度の規模の市においては単独でも可能 とする。

（3） 関係都道府県教育委員 会は，推進地域内の小学校及び中学校の中か らそれぞれ複数

の学校を評価の工夫改善に関する推進校 （以下 「推進校」とい う。）として指定する。

また，協力機 関として都道府県の教育センター ・教育研究所，市町村の教育委員会，

教育センター ・教育研究所を指定する。

（4） 関係都 道府 県教育委員会 は，推進地域内における本事業の円滑な実施 を推進す るた

め，評価の工夫改善に関する総合的推進委員会 （以下 「総合推進委員会」 とい う。）

を設 けるもの とす る。

総合推進委員会は，教育委員会及び教育センター関係者のほか，推進校関係者，P

TA関 係者等 をもって構成す る。
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（5） 関係都 道府 県教育委員会 は，推進校に対 し，本事業の実施に関して必要な指導 ・助

言を行 う。また，国立教育政策研究所は，関係都道府県教育委員会に対 し，本事業の

実施に関 して必要な指導 ・助言を行 う。

（6） 国立教 育政策研 究所 は，本事 業の円滑な実施に資す るため，「評価の工夫改善に関

する総合推進連絡協議会」を開催する。

（7） 国立教 育政策研 究所 は，毎年度，各推進地域における取組の成果を広 く全国に普及

するため，都道府県教育委員会の関係者等が参加する研究協議会を開催する。

5事 業の主 な内容

地域 内の各学校 ，教育委員会，教育センターが連携 ・協力 して， 目標に準拠 した評価

の客観性 ・信頼性を高める観点か ら，主に次のような総合的な取組 を行 う。

①評価規準，評価方法等の工夫改善

・評価規準の継続的な検討 ・見直 し

・各教科の特質や評価の場面等に応 じた評価方法の工夫改善

・評価の総括

・評価結果を踏まえた指導の改善 など

②児童生徒や保護者等への評価に関する情報の提供
・通信簿の工夫

・評価の考え方や評価規準，評価方法についての説明 など

③研究 ・研修活動を通 した各学校 ・各教員の評価についての力量の向上

④学校間及び教育関係機 関との連携方策

6報 告書 の提 出

関係都道府 県教育委員会は，各年度末に研究成果の報告書を国立教育政策研究所に提

出するもの とする。

7経 費

（1） 国立教 育政策研 究所 は，予算の範囲内で，各年度毎に研究に必要な所要額 を都道府

県教育委員会等か らの請求に基づいて支払 うものとする。

（2） 委嘱金 の支払いの対象 とな る経費及び各経費項 目への配分額は，実施計画書のとお

りとし，変更する場合はあらか じめ国立教育政策研究所に協議 し承認を受けるものと

す る。ただ し，各経費項 目における配分額の変更増減が委嘱金額の20％ 以 内， もし

くは，5万 円以内の場合 には， この限 りでない。

（3） 委嘱 を受 けた都道府 県教育委員会は，各年度終了後速やかに別途定める収支精算書

を国立教育政策研究所に提出す るものとする。

8そ の他

国立教育政策研究所 は，必要に応 じ，この事業の進捗状況及び経費の処理状況につい

て，実態調査を行 う。
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評価の工夫改善に関する総合的推進地域事業推進地域一覧

― 平成19年 度 ―

担当官

大杉 昭英 文部科学省初等中等教育局視学官

工藤 文三 国立教育政策研究所初等中等教育研究部長

寺田 登 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

村上 尚徳 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

冨山 哲也 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

永田潤一郎 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

笹尾 幸夫 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

上野 耕史 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

千々布 敏弥 国立教育政策研究所研究企画開発部総括研究官

新野 貴則 国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部研究員（平成19年8月31日まで）
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